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前の行政改革プランを策定した平成 17 年当時は、国の三位一体の改革の影響に

より県財政が危機的な状況にありました。このため、国からの要請もあり、何事よ

りも財政の健全化に重点を置いて、業務のアウトソーシングや給与制度の見直しな

ど、これまで徹底した効率化に取り組んできました。 

 

一方、効率化を進めてくる中で、県民生活の向上や県勢浮揚に向けた取組につい

て、アウトカム（事業成果や効果）重視の姿勢に立てていたかという点では、課題

があります。 

したがって、今回、外部有識者で構成する「高知県行政改革検討委員会」からご

意見をいただきながら、この点を十分踏まえて検討を重ねました。 

 

そうした検討を踏まえ、この度、県勢浮揚に向けて、産業振興計画をはじめ教育

振興基本計画や日本一の健康長寿県構想などがしっかりと実を結ぶよう推進して

いくとともに、前プランに引き続いて切れ目なく財政の健全性を確保し、行政改革

に取り組んでいくことを目的として、新しい行政改革プランを策定しました。 

 

なお、このプランは、平成 22 年度から平成 26 年度までの５年間を計画期間と

しますが、今後の取組状況や行財政運営を取り巻く環境の変化等に応じ、必要な見

直しを行っていきます。 
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         高知県におけるこれまでの 

行政改革の取組 
                      

 

ここれれままででのの経経緯緯  
高知県では、平成６年の行政改革検討委員会からの提言や、平成７年、10 年の二度にわ

たる行政改革大綱により、行財政の健全化に向けた取組を着実に進めてきました。 

また、そうした行政改革とは別に、全国に先駆けて平成 10 年度の予算編成時から２次

にわたる自主的な財政構造改革にも取り組み、それらの成果は着実に上がってきていまし

た。 

しかしながら、「三位一体の改革*」により、国庫補助負担金の廃止・縮減、地方交付税

の大幅な削減が行われた結果、平成 17 年度当初予算で 165 億円余りの財源不足が生じる

とともに、その後も毎年 250 億円を超える財源不足が見込まれる状況に陥ってしまいまし

た。 

もし、そのまま何も対策を講じなければ、近い将来に「財政再建団体* (当時)」に転落す

ることが現実問題として懸念される事態になったことから、平成 17 年に再び平成 21 年

度までの５年間を目標期間とする「高知県行政改革プラン」を策定・公表し、取り組んで

きたところです。 

 

 

過去の行政改革大綱等の主な取組内容 
平成６年の行革検討委員会からの提言を含めて、過去４つの行政改革大綱等におけるキ

ーワードやその主な取組内容等を挙げると、以下のとおりです。 

 

  行政改革検討委員会からの提言 
「明日の高知県のために ―改革への提言―」  H6.9
キーワード：⾼知らしさ

＜組織再編＞ 

文化環境部・健康福祉部・森林局・海洋局の設置、農業関係出先機関の統廃合、

幡多事務所・印刷所の廃止など 

＜市町村、民間との新しい協調関係＞ 

    人事交流の拡充、民間委託の推進など 

 ＜職員の意識改革と職員配置＞ 

   他団体・本庁出先間・職種間の積極的な人事交流、女性職員の積極的な育成と 

登用                              など 

 

 

 

 

 

 

 

三位一体の改革：国と

地方公共団体に関する

行財政システムについ

て小泉内閣による（1）

国庫補助負担金の廃

止・縮減、（2）国から

地方への税源の移譲、

（3）地方交付税の見

直しの3つを一体的に

行った改革のことで

す。 

 

  財政再建団体：「地方

財政再建促進特別措

置法」に基づく制度。

財政再建団体になっ

た場合、地方自治体は

国の指導・監督の下で

「財政再建計画」を策

定し、歳入・歳出の両

面にわたって厳しい

見直しが求められま

す。地方税の税率が引

き上げられるほか住

民の負担は大きくな

る一方、行政サービス

は最低レベルになっ

てしまいます。 

現在は、「地方公共団体

の財政の健全化に関す

る法律」の成立により、

同様の団体のことを

「財政再生団体」と称

するようになっていま

す。 

1 
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高知県行政改革大綱 
                      H7.11 
キーワード：これからは、地⽅がそれぞれの知恵と企画⼒を発揮して競い合っていく

時代 
・審議会等の見直し 

   ・決裁権限の見直しによる事務処理規定の一元化 

   ・情報化の推進（庁内 LAN*の整備、OA 機器の計画的導入など） 

   ・適正な定員管理の推進と定員状況の公表 

   ・給与の適正化（職務給、期末・勤勉手当の役職段階別加算措置、特殊勤務手当

の見直しなど） 

   ・公社等外郭団体の見直し                     など 
 

高知県行政改革大綱 
 ―21 世紀型県庁の創造を目指して―    H10.10 
キーワード：顧客満⾜度 ⾏政システム改⾰ 是正の⾏⾰から創り出す⾏⾰へ

・行政と民間の役割分担の明確化 

   ・予算編成等への県民参加のシステムづくり 

   ・NPO 支援 

   ・文書情報のシステム化による事務改革の推進 

   ・「仕事を減らす運動」の推進 

   ・広域行政の推進 

   ・サンセット方式*の組織（プロジェクトチーム）の活用 

   ・新たな定員適正化計画（５年間で少なくとも 100 人程度の純減） 

   ・人材育成基本方針の策定 

   ・人事考課システムの確立 

   ・勤勉手当の成績率の導入                     など 
 

高知県行政改革プラン 
 ―自らの力で歩む高知を目指して―    H17.12 
キーワード：アウトソーシング 知事部局 3,400 ⼈体制

・組織の取組目標と職員個人の役割の明確化（目標設定制度） 

   ・アウトソーシング実施計画の策定 

   ・公の施設の見直しと指定管理者制度の積極的活用（南海学園・身体障害者リハ

ビリテーションセンターの民間移管、総合看護専門学校の廃止など） 

   ・平成 22 年 4 月までに知事部局を 3,400 人体制に 

   ・将来的に技能職を廃止（行政職への転職） 

   ・臨時的任用職員及び非常勤職員の削減 

   ・新しい査定昇給制度の導入 

   ・主任の格付けの見直し 

   ・期待人材像の設定と人事考課の基準の見直し 

   ・総務事務の集中化                        など 

 

 

 

 

 

 

 

LAN：ローカル・エリ 

ア・ネットワークの頭 

文字。同一敷地内とか、 

同一建造物内などの局 

限された範囲内におけ 

るデータ通信網のこと 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サンセット方式：太陽が 

沈むことを意味するサ 

ンセットにちなんで、 

終了年度をあらかじめ 

設定する方式のことで 

す。 
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           高知県職員数の推移 

            

             過去４度にわたる行政改革の取組等により、平成 6 年度のピーク以降、平成 21 年度ま

でに高知県の職員数は大きく減少しています。 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,487
17,083

15,572

14,401

4,697

4,463

3,972

3,487

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

H5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

人人 高知県の職員数削減の取組

全 体

知事部局

 

 

 

 

平成 11 年：平成 12 年

に地方分権一括法が施

行されました。それに

より、国の機関委任事

務の廃止や市町村への

権限移譲が行われると

ともに、「平成の大合

併」といわれる市町村

合併も全国で進み始

め、平成 12 年は都道

府県のあり方が大きく

変動した時期です。し

たがって、その直前の

平成 11 年と比較して

います。 

 

  平成 17 年：前の行政改

革プランを策定した年

であり、高知県ではそ

のプランに基づいて職

員数のスリム化に努め

てきました。 

 

 

 

 

  全体：知事部局職員数

に教員、警察官、公営

企業局職員、議会事務

局職員、行政委員会事

務局職員、県立大学の

教職員を加えたもので

す。 

 

 

 

 

 

  平成１４年：高知県でよ

さこい高知国体が開催

されましたが、国体局

を設置するなど多数の

人手を要する大きなイ

ベントであったにも関

わらず、職員数を削減

しながらも無事大会を

開くことができまし

た。 

全体* 

 

 
10 年前よりも 2,682 ⼈（15.7%）減少 
4 年前よりも 1,171 ⼈（7.5％）減少 

知事部局 

 

 
10 年前（平成 11 年*）よりも 976 ⼈（21.9%）減少
4 年前 （平成 17 年*）よりも 485 ⼈（12.2％）減少

全 体 知事部局

※平成 21 年 4 月 1 日現在の職員数と比較 

※平成 21 年 4 月 1 日現在の職員数と比較 

*
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職員数スリム化の努力 

 

 

 

 

四国の他の 3 県と、高知県と財政的規模等が比較的類似している島根県や鳥取県と 

比較した場合、他県も本県同様にスリム化に努めており、実際の一般行政部門の職員 

数*自体は、これら 6 県の中では多い方から 2 番目で、この順位はここ 10 年変化はあ 

りません。 

しかし、グラフのカーブを見ると、高知県の場合、他県に先んじて早いうちから行政 

改革に取り組むとともに、その勾配のきつさから急激に職員数を削減してきたことがわ 

かります。 

なお、職員数は、面積や地形等の地理的要因、あるいは県内市町村の数や規模等によ 

っても大きく影響されます。したがって、実数だけをもって高知県の職員が多いとは言 

えません。 

 

 

4,641

3,982

4,528

3,562

4,181

3,503

3,849

3,346
3,392

3,091

3,581

2,866
2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

愛媛県

⾼知県

島根県

徳島県

⿃取県

⾹川県

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般行政部門の職員数： 

知事部局の職員数に、議 

会事務局や人事委員会、 

監査委員等行政委員会の 

事務局の職員数を加えた 

職員数です。 

ただし、公営企業会計で 

人件費を負担する職員数 

を除きます。 

一般行政部門の職員数の推移 

⼈ 
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             どれだけの割合で職員数を削減してきたかという削減率を、一般行政部門の職員数で

見ますと、平成 11 年度を 100 とした場合、平成 21 年度時点で高知県は 78.7 であり、

6 県の中では最も削減に努めています。 

             また、人口が 150 万人以下の 23 県の平均が 83.5 であることからも、本県が相当努

力してきた結果が表れていますし、本県の削減率は全国のトップクラスです。 

             なお、全国平均は 78.9 ですが、これは自治体としての規模が大きい東京都が、都区

制度の改革*によって大幅に削減した結果が、全体の平均に影響を及ぼしているものです。 

 

           

           

           

             
           

75.0 

80.0 

85.0 

90.0 

95.0 

100.0 

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

⿃取県

徳島県

愛媛県

島根県

⾹川県

⾼知県

人 口 ～150万人 ～500万人 ～900万人 東京都 計

該 当 県 数 23県 15県 ８道府県 1都 47都道府県

一 般 行 政 部 門

職 員 数 83.5 82.9 80.3 52.9 78.9

※東京都は都区制度改革に伴い特別区へ権限を移譲したことにより大幅に減員

平成21年 都道府県一般行政部門職員数　（人口規模別  ・平成11年を100として）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都区制度の改革：平成

12 年の制度改正によ

り、都から特別区（23

区）へ清掃業務など大

幅に権限と事務が移譲

されました。 

10 年前（平成 11 年）を 100 とした削減率 

高知県 

７８．７ 

％ 



 

 

 

 

 

   

給

を

 

パ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(

8

9

9

10

10

11

職

これまでの

給与カットの

を生み出して

また、この

パイレス指数

行政職 

 
(47 都道府県平

⾼ 知 県
注）⼈件費：

850

900

950

000

050

100

H

1

職員数削

注）

ラスパイ

億円 

普通会計

の職員数削減

の分も含めて

ています。 

の間の給与カ

数*も 100 を

H16 
98.2 

H
平均） (3
県 29

職員給だけで

16 H

1077

1

削減の

5

給与カ

108

 H20 までは
表⽰は、給与
⾨及び警察部

レス指数の

計決算に占め

減の結果、人

て、平成 21

カットなどの

を切っていま

H17 H
95.5 9

H16
31.6%) 
9.4% 

でなく退職⾦や

17 H

1032

(24)

の効果

5 年間の 

カット累計額

8 億円 

は普通会計決算
与カットによる
部⾨を含む。 

の推移 

める⼈件費

人件費（職員

年度は、対

の取組により

ます。 

H18 H
95.2 95

H17
(31.4%)
30.1% 

や共済組合負担

H18 H

1009

(24)

（人件費

 

算における職員
る削減額で外数

費の割合

6 

員給の総額）

対平成 16 年度

、国の職員

H19 H2
5.6 96

H18
(31.6%)
31.6%

担⾦等を含み、

H19 H

985

(24)

費の推

員給。H21 は
数。対象職員は

を見てみると

度比で 138

の平均給与額

20 H2
6.1 97.

H19
(31.8%
31.9%

公共事業費⽀

H20 H

965

(25)

推移） 

職
H

13

11 ⽉補正後予
は、⼀般⾏政部

と、独自に行

8 億円の縮減

額と比較する

1
3 

H2
%) (31.1
% 31.3
⽀弁分を除く。

H21

939

(11)

職員給は 
16 ⽐で 

38 億円
縮減 

予算額。上段
部⾨のほか、教

 

 

 

 

ラ

公

（

構

る

体

上

を

た

高

回

で

下

と

行った 

減効果 

るラス 

 

20 
1%) 
3% 
 

円 

（ ）
教育部

スパイレス指数

公共団体の職員

（学歴別・経験

構成）が国と同

ると仮定して、

体の平均給与を

上で、国の平均

を 100 として算

た指数です。10

高ければ国の水

回っているとい

であり、逆に低

下回っていると

とになります。

数：地方 

員構成 

験年数別 

同一であ 

その団 

を求めた 

均給与額 

算出し 

00 より 

水準を上 

いうこと 

低ければ 

というこ 
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           職員数のスリム化による影響 
           

 

定数削減のために新規採用を抑制してきた結果、職員の年齢構成がいびつになり、若手

職員が極端に少なく、40 歳代以上の職員が全体の 4 分の３を占めるという状況になって

しまっています。 

このことは、ベテラン職員には能力に応じた活躍の場を与えることが難しくなってきて

いること、若手職員には後輩を指導する経験がなかなか得られないことなど、双方に深刻

な影響を与えています。 
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134 
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20 
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80 
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160 

知事部局職員の年齢構成

40 歳以上 約 4 分の３（2,594 人）

⼈ 

注）平成 21 年 4 月 1 日在職者（3,487 人）を平成 21 年度末の年齢で区分 

                            

 

10 ・20 歳代

193 人 

（5.5％） 

50 ・60 歳代

1,304 人 

（37.4％） 

30 歳代 

700 人 

（20.1％） 

40 歳代 

1,290 人 

（37.0％） 
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社会経験の長い人でも 

受験しやすい試験内容： 

「行政・TOSA」枠の 

採用試験では、専門試 

験に換えて論文試験を 

実施することとしてい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書類選考の配点：書類 

選考の得点は、書類選 

考の合格者を決定する 

ために使用するもので、 

総合得点には含まれま 

せん。 

 

新たな採用試験による取組 

 

   平成 20 年度の職員採用上級試験から、県では新たに、受験の上限年齢を引き上げ、 

社会経験の長い人でも受験しやすい試験内容*にした「行政・TOSA」枠を設けていま 

す。 

このことは、いびつな年齢構成の是正にも効果があると考えています。 

 

 

 

 

  

 

 

年齢要件  22 歳～29 歳 

 

 

 

第１次試験 教養試験（45 題） 

      専門試験（40 題） 

 

第２次試験 論文試験 

      口述試験 

      適性検査 

      身体検査 

 

配点    教養試験  50 点 

      専門試験  50 点 

      論文試験  50 点 

      口述試験 150 点 

      総合得点 300 点 

 

 

年齢要件  22 歳～34 歳 

 

書類選考  アピールシートによる 

 

第１次試験 教養試験（45 題） 

      論文試験 

 

第２次試験 論文試験 

      口述試験 

      適性検査 

      身体検査 

 

配点   （書類選考     30 点*） 

      教養試験     40 点 

      論文試験（1 次） 60 点 

        〃  （2 次） 50 点 

      口述試験    150 点 

      総合得点    300 点 

⼀般上級採⽤試験（⾏政） ⾏政・TOSA 採⽤試験 

   民間企業での勤務など、公務とは異なる環境での経験を通して培った多様な能力

や感性を有し、それらを県行政で発揮しようとする意欲と行動力を持つ人を採用

しようとするもの。 

 

   受験年齢の上限が 34 歳。 

 

   社会経験の長い人でも受験しやすい試験内容。 

行政・TOSA 採用試験の特徴 

1 

2 

3 
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新たな行政改革の必要性と 

基本的な考え方 

 

行政改革の必要性 
 

 

 

全国に先駆けて行財政改革に取り組んできた結果、平成 14 年のよさこい高知国体のよ

うな大きなイベントを経ながらも、何とか一定の収支見通しを持ちながら行政運営が行え

ていましたが、平成 1６年から始まった三位一体の改革により、一気に財政再建団体への

転落の危機に陥りました。 

しかしながら、それまでの早め早めに取り組んできた本県の努力や下地があったことに

加え、職員数の大胆なスリム化や業務のアウトソーシング、職員給与のカットなどで何と

かしのいできたところです。 

           

           

 

平成 20 年のリーマン・ショックを契機とする世界同時不況に日本も見舞われ、多くの

企業が派遣労働者を解雇・雇い止めするいわゆる「派遣切り」が行われました。失業者が

一気に大量に発生し、大きな社会問題になったことから、国が緊急雇用対策、緊急経済対

策を検討することになりましたが、その際、本県からその動きに対して早めに対応して国

への提案をしたことが功を奏し、多額の予算が配分されることとなりました。 

行政改革の努力やそうした社会情勢を背景にした本県の取組の結果、平成 20 年 7 月時

点の推計ではおよそ 100 億円であった本県の基金残高が、平成 22 年２月補正後ではおよ

そ 252 億円になるなど、平成 27 年までの財政運営に一定の目途が立てられる程度に持ち

直したところです。 

           

           

 

しかしながら、本県の財政力指数*は全国 46 位の 0.25 であり、自主財源に乏しく国の

動向に大きく左右されてしまう脆弱な財政体質であることには変わりありません。 

平成 21 年度末には国と地方を合わせた借金が 900 兆円を突破する見込みの中で、今後

の国の動向には常に注意が必要な状況であり、一息つけたとはいえ決して予断は許しませ

ん。 

 

 

これまでの行財政改革の努力

一息つけた財政収支見通し 

脆弱な財政体質や不透明な国の動向

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政力指数：ある年度

の地方自治体の基準財

政収入額を基準財政需

要額で除した指標で、

財政力指数が小さいほ

ど地方税の収入能力は

低く、交付税への依存

度は高いということに

なります。 

2 



 

 

  一

不祥

が与

 

 

 

  国

27

こ

数の

てい

縮小

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公

今

ややや
努努努

一部の自治体

祥事、また、

与えている国

国立社会保障

7 年に 74.2

この減少数は

の人口が減少

いるとはいえ

小することで

500
550
600
650
700
750
800

公務員に対す

今後の県人口

やややはははりりり
努努努⼒⼒⼒ををを

千人

 

体の厚遇問題

雇用情勢の

国内、県内の

障・人口問題

万人となり

は、今後 5 年

少するという

え、行政サー

でもあります

日本の都道府

0
0
0
0
0
0
0

する厳しい

口の推移 

りりり引引引ききき
ををを続続続けけけ

人 

題や、国、地

の悪化や、企

の経済情勢か

題研究所が発

、平成 32 年

年間で現在の

うことであり

ービスの対象

す。 

府県別将来推計人

 

H17 H22

796
77

い目

⾼知

ききき続続続ききき
けけけててていいい

地方を問わず

企業業績の落

から、公務員

発表している

年には 70.8

の香南市*、続

り、行政に対

象者が今後大

人口（H19.5）

2 H27 H

1
742

知県の⼈⼝

ききき財財財政政政健
いくくくこここととと

10 

ず途絶えるこ

落ち込みによ

員には一層厳

る人口推計に

8 万人となる

続く 5 年間で

対するニーズ

大きく減少し

 国立社会保障

H32 H37

708
671

⼝推計 

政健健健全全全化化化
とととががが必必必

とのない公務

る賃金カッ

しい目が向け

よると、高知

ることが予想

で現在の四万

が複雑化、高

ていくととも

障・人口問題研究

H42 H

1
634

5

化化化へへへ向向向
必必必要要要   

務員による数

トなど、景気

けられていま

知県の人口は

想されていま

万十市*に匹敵

高度化、多様

もに、経済規

究所 

H47

596

向向向けけけててて

数々の 

気低迷 

ます。 

は平成 

ます。 

敵する 

様化し 

規模が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香

四

（

台

ててて

香南市の人口：

約 3 万 4

四万十市の人口

約 3 万 7

（H22.2 の住民

台帳人口） 

4 千人 

口： 

7 千人 

民基本 
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高齢化率：65 歳以上

の高齢者人口が総人口

に占める割合のことで

す。 

 

人口の自然減：人口増

減には、出生と死亡に

よる自然増減と転出と

転入による社会増減が

ありますが、高知県で

は平成２年から自然減

が始まり、日本全体で

も平成 17 年に遂に自

然減となりました。 

          行政改革プラン策定の 

基本的な考え方 

           

           

           

           

           

           

           

高知県は、全国に約 10 年先行して高齢化が進み、約 15 年先行して人口の自然減に 

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

            

   

県内は、人口規模の小さな市町村が多いため、県から市町村に対して多くの人的・財政

的支援を必要としており、市町村への権限移譲が進んでいない状況があります。 

  

厳しい高知県の情勢 

全国より遙かに先⾏する少⼦⾼齢化

⾼齢化率の推計

25.9 28.4
32.3

34.6 35.8 36.7

20.2
23.1

26.9 29.2 30.5 31.8

0

10

20

30

40

H17 H22 H27 H32 H37 H42

高知県

全国

⼈⼝の⾃然減 

 高知県 全国 

S60 2,462 679,294

H２ -386 401,280

H７ -1,022 264,925

  

H16 -2,500 82,119

H17 -3,203 -21,266

H18 -2,912 8,224

 

15
年
先
行 

日本の都道府県別将来推計人口（H19.5） 

国立社会保障・人口問題研究所 
人口動態調査（厚生労働省）・人口移動調査（高知県）

⼩規模な市町村が多い状況

人％ 

中核市 1 34.9 (43.5) 309 (497)

市 10 2.9 (9.1) 277 (249)

町村 23 (19) 0.7 (1.3) 175 (160)

計 34 (19) 2.3 (6.6) 209 (207)

平均面積（全国）

k㎡

県全体　　人口：79.6万人　　面積　7,105ｋ㎡

市町村数

（うち１万人未満）

平均人口（全国）

万人
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   ※高等学校については、全国のデータには国公私立として国立が含まれますが、本県には国立が 

高知工業高等専門学校（現在は、独立行政法人国立高等専門学校機構）しかないため、高知県の 
データの中には含んでいません。 

 

 

 

 

 

  

 

 

製造品出荷額等：製造 

品出荷額等＝製造品出 

荷額＋製造工程から出 

たくず及び廃物の出荷 

額＋加工賃収入額＋そ 

の他収入額（修理料収 

入等) 

 

 

有効求人倍率：求職者 

ひとりに対して何社の 

就職先があるかを示す 

指数のことです。求職 

者の総数と求人数が同 

じとき、有効求人倍率 

は１となります。 

 

第 1 次産業の担い手： 

国勢調査の結果、H7 

の農林漁業就業者数は

６0,691 人でしたが、

H17 には 47,198人 

となり、10年間で22％ 

以上減少しました。 

 

 

 

体力の状況等：H20 は、 

小学生が男女とも全国 

第 47 位で、中学生は 

男子が全国第 45 位、 

女子が全国第 46 位で 

あり、この H20 の状 

況に対する H21 の伸 

び率は、小学生、中学 

生それぞれの男女とも 

全国第 1 位でした。 

また、不登校の出現率、 

暴力行為の発生件数、 

高等学校の中途退学率 

は、H19 はいずれも 

全国ワースト２位でし 

た。 

厳しい県経済の状況 

製造品出荷額等*   5,870 億円（H20）全国第 47 位 
第 46 位（沖縄県）は 6,043 億円ですが、第 45 位（鳥取県）では 10,700 億円

となり、そこで既に高知県とは 2 倍近い開きがあります。 

1 ⼈当たりの県⺠所得   2,114 千円（H19）全国第 46 位 
全国平均は 3,059 千円で、その 7 割程度しかないことになります。 

有効求⼈倍率*   0.44（H22.１月） 

新規⾼卒者の県外就職率   52.3％（H21.３月新規高卒者） 
平成 14 年以降の景気回復局面において、有効求人倍率の全国との格差が著しく拡

大する一方で、新規高卒者の県外流出の割合も、平成 12 年には 25.7％であったも

のが、平成 21 年は 52.3％と倍増しています。 

第 1 次産業の担い⼿*の減少   10 年で約２割減少 

第 1 次産業分野の生産額では高知県は四国で 1 位ですが、第 1 次産業の生産地ほど

人が減り、若者が流出しています。このままでは、まもなく高知県の強みが強みで

なくなってしまいます。 

待ったなしの教育の状況 

学⼒   ⼩学⽣は全国⽔準、中学⽣は全国第 46 位 
（H21 全国学力状況調査） 

 
体⼒*   ⼩学⽣男⼦は全国第 40 位、⼩学⽣⼥⼦は全国第 38 位 
     中学⽣男⼦は全国第 42 位、中学⽣⼥⼦は全国第 40 位 

（H21 全国体力テスト） 

 
不登校の出現率   1.36％  全国ワースト６位(H20 全国国公私⽴の⼩中学校） 
暴⼒⾏為の発⽣件数 651 件   〃   ５位( 〃 全国国公私⽴の⼩中⾼校） 
⾼等学校の中途退学率 2.2％   〃   ４位( 〃 全国国公私⽴の⾼校） 

（児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査） 

今は「⺠のことは⺠で」、「官から⺠へ」 
では解決できないほど問題は深刻！   
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少なくとも今後 5 年間は、 
スリム化を図りつつも、喫緊の県政課題へ 
の対応を優先し、⾏政が積極的に関与や⽀ 
援をして、県勢浮揚の地盤固めをすること 
が必要 

           

  

県勢浮揚のために 

 

 

経済体質の抜本的強化に向けた産業振興計画の実行 

若者の県外流出を防ぐ雇用対策 

子育て支援を通じた少子化対策 

人口減少、高齢化が進む本県の実情に即した「高知型福祉」の実現 

「龍馬伝」の効果を最大限に生かした観光振興 

南海地震対策や新型インフルエンザ対策など県民の安全安心の確保 

教育の充実に向けた教育振興基本計画の推進 

命の道の確保などインフラ*の充実 

課題は⼭積！

 

   

   

   
   
   

・・・県県県ががが率率率先先先しししててて汗汗汗をををかかかくくく   

・・・県県県ががが民民民ののの仕仕仕事事事をををバババッッックククアアアッッップププ***   

・・・みみみんんんなななででで力力力ををを合合合わわわせせせるるる   

⾼知型*「官⺠協働」を推進 

 

 

 

 

 

 

インフラ：道路・上下水

道・港湾・ダム・通信

施設など産業や生活

の基盤となる施設。 

 

高知型官民協働：協働

とは、複数の主体が目

的を共有し、共に協力

して活動することであ

り、行政と民間が協働

することを官民協働と

いいます。 

他県での例には、行政

の仕事を民間事業者に

開放し、民間でできる

ことは民間に任すとい

った場面で用いられる

場合もあります。 

しかし、ここでは、民

に任せっぱなし、民が

動くのを待つというこ

とではなく、まず行政

が汗をかく、民の活動

をバックアップすると

いうスタイルを官民協

働と位置付けており、

他県での使われ方との

違いを明確にするため

に「高知型」と称して

います。 

また、ここでの「民」

には、民間企業以外に

も、NPO や地域で活

動されている方々等を

含むとともに、広く県

と市町村との関係も含

んだ概念として使用し

ています。 

 

バックアップ：援助して

もりたてること。後ろ

だてとなること。 
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基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 時代の要請 普遍的要請

喫緊の県政課題 
への対応 

⾏政が積極的な 
関与や⽀援を⾏う 
官⺠協働の推進 

簡素で効率的な 
組織づくり 

財政健全化を 
確固たるものに 
する努⼒ 

組織としての機能の質の向上 
⾼知県職員としての質の向上 
⺠の⼒をしっかりと⽣かしていくことの
できる組織づくり 

メリハリをしっかりと効かせながら 
全体として効率的な組織に 
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具体的な取組内容 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 

本県の今の実体経済の状況は、平成 20 年前半までの全国の景気回復の波にも

乗れず、失業率も全国の動きとは違う形で推移していることからも、市場規模の

小ささを表しているといえます。市場規模が小さく、県内民間企業には新たに従

業員を雇用する体力がない→雇用の場がないため若者等の県外への人口流出→

ますます市場規模が縮小する・・という負の連鎖に陥ってしまっています。 

      
                     

 

 

 

 

経済成長が進み、市場が活発で民間企業に活力がある場合には、行政はむしろ

あまり民の世界に出しゃばらず、市場優先型の小さな政府に徹した方が効果的で

あるといえますが、景気が低迷し、民間活力がすっかり弱まっている今のような

状況では、県庁が一定程度民の仕事をバックアップするという形の官民協働が

求められます。 

この構造は、地域づくりの場においても同様で、若年層の人口流出が止まらず、

高齢化、過疎化が加速度的に進行する中山間地域を多く抱える本県では、基礎自

治体である市町村の体制や財政的基盤が脆弱で、県の市町村に対する積極的な

支援も必要となっています。 

 

若者等の

県外流出

市場規模
の縮小

企業体力
の低下

新規雇用
の減少

１１１    官官官民民民協協協働働働型型型ののの県県県政政政推推推進進進    

① ⺠間や市町村と⼀緒に汗をかく県政の推進 

（1）⺠間や地域との新たな協働
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冷え切った県経済を立て直し、高齢化や過疎化が進む地域に活気を呼び戻す

ためには、県庁の中だけで発想するのではなく、民間や地域で自主的な取組を

されている方々としっかり協働し、発想を取り入れていく、あるいはそうして

生み出された施策について、座して待つのではなく県職員自身が積極的に前に

出て行ってＰＲもし、どんどん利用してもらうというような努力をしていくこ

とこそが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開制度については、理解も進み、職員の意識にも当たり前のものとし

て浸透しています。 

しかし、官民協働型の県政の推進のために、県が自ら率先して汗をかく一方、

民間の方々にもその気になっていただき、積極的に県政推進にご協力いただく

ためには、情報公開によって結果をお知らせするだけではなく、事前に「今、

県はどのようなことをしようとしているのか」、「今後どのような政策を打って

いこうと考えているのか」といったことなどについて、県民の皆様に分かり 

やすくお伝えすることが大切です。 

 

 

 

② 積極的に前へ出て⾏く県政の推進 

③ 県の政策等の積極的な広報 

元気出して 

頑張るぜ！ 
汗かいて 

応援するぜよ 
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官民協働型の県政推進を車に例えてアクセルとするならば、一方で安全装置も

必要です。官民協働を進め、民間の中へ県職員が積極的に入っていく場合、行政

の中立性、公平性、公正性といった点が脅かされる場面が生じる可能性は否定で

きません。 

県では、モード・アバンセ事件*を教訓に、二度とあのように組織として不適切

な政策決定を行うことを防ぐため、県政改革アクションプランを策定しました。 

この県政改革アクションプランを着実に実行していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

やはり、何より大切なことは、県政を敢えて外の目に触れさせる努力であり、

県民から見える県庁、県民から見える県政というものを目指していくことです。 

利害が対立する中での意思決定を行う場面などでは、そのプロセス*を公表する

ことで、職員が過大なプレッシャーを感じることを防ぐことができます。 

また、職員の倫理観等に過度に頼って個々人の問題として矮小化させることな

く、組織的にしっかりと対応していくことで、組織としての健全性を図っていく

ことも重要です。 

 

 

 

 

 

県政改革アクションプランで触れているもう一つ重要なことは、職員が萎縮し

てしまって内向きの目線、発想に留まることを防ぎ、全国区からの視点というの

を取り入れて、外から見た視点というのも併せ持った上で行政を進めるというこ

とです。 

観光振興についても地域再生についても農業振興についても、当然ながら県外で

もいろんな取組が行われています。 

県勢浮揚に向けては、県庁が鎖国することなく、県外で一体どのような取組が行

われているかということをしっかりと把握して、地域間競争というものを意識しな

がら、その中で高知県の行く末を考えていくような、県外にも目を向けた県庁を目

指すことが重要です。 

 

 

官民協働型の県政推進を車に例えてアクセルとするならば、一方で安全装置も

必要です。官民協働を進め、民間の中へ県職員が積極的に入っていく場合、行政

の中立性、公平性、公正性といった点が脅かされる場面が生じる可能性は否定で

きません。 

県では、モード・アバンセ事件を教訓に、二度とあのように組織として不適切

な政策決定を行うことを防ぐため、県政改革アクションプランを策定しました。 

この県政改革アクションプランを着実に実行していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

やはり、何より大切なことは、県政を敢えて外の目に触れさせる努力であり、

県民から見える県庁、県民から見える県政というものを目指していくことです。 

利害が対立する中での意思決定を行う場面などでは、そのプロセスを公表する

ことで、職員が過大なプレッシャーを感じることを防ぐことができます。 

また、職員の倫理観等に過度に頼って個々人の問題として矮小化させることな

く、組織的にしっかりと対応していくことで、組織としての健全性を図っていく

ことも重要です。 

 

 

 

 

 

県政改革アクションプランで触れているもう一つ重要なことは、職員が萎縮し

てしまって内向きの目線、発想に留まることを防ぎ、全国区からの視点というの

を取り入れて、外から見た視点というのも併せ持った上で行政を進めるというこ

とです。 

観光振興についても地域再生についても農業振興についても、当然ながら県外で

もいろんな取組が行われています。 

県勢浮揚に向けては、県庁が鎖国することなく、県外で一体どのような取組が行

われているかということをしっかりと把握して、地域間競争というものを意識しな

がら、その中で高知県の行く末を考えていくような、県外にも目を向けた県庁を目

指すことが重要です。 

 

 

官民協働型の県政推進を車に例えてアクセルとするならば、一方で安全装置も

必要です。官民協働を進め、民間の中へ県職員が積極的に入っていく場合、行政

の中立性、公平性、公正性といった点が脅かされる場面が生じる可能性は否定で

きません。 

県では、モード・アバンセ事件を教訓に、二度とあのように組織として不適切

な政策決定を行うことを防ぐため、県政改革アクションプランを策定しました。 

この県政改革アクションプランを着実に実行していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

やはり、何より大切なことは、県政を敢えて外の目に触れさせる努力であり、

県民から見える県庁、県民から見える県政というものを目指していくことです。 

利害が対立する中での意思決定を行う場面などでは、そのプロセスを公表する

ことで、職員が過大なプレッシャーを感じることを防ぐことができます。 

職員の倫理観等に過度に頼って個々人の問題として矮小化させることなく、組

織的な対応をしっかりと図っていくことで、組織としての健全性を図っていくと

いうことです。 

 

 

 

 

 

また、県政改革アクションプランで触れているもう一つ重要なことは、職員が萎

縮してしまって内向きの目線、発想に留まることを防ぎ、全国区からの視点とい

うのを取り入れて、外から見た視点というのも併せ持った上で行政を進めるとい

うことです。 

県庁が鎖国をしてはいけません。観光振興についても地域再生についても農業振興

についても、当然ながら県外でもいろんな取組が行われています。そのいった県外

で、一体どのような取組が行われているかということをしっかりと把握して、地域

間競争というものを意識しながら、その中で高知県の行く末を考えていくような、

県外にも目を向けていくような、そういう県庁を目指すことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

モード・アバンセ事件：

同和縫製企業の共同化

を図る「協業組合モー

ド・アバンセ」に対し

て、議会の承認を受け

ずに行った平成8年度

からの県の単独融資に

ついて、最終的に平成

11 年度に貸し付けた

約 12 億円が回収不能

となり、当時の県幹部

職員3名が背任罪で有

罪となった事件です。 

 

コンプライアンス：「法令

遵守」という意味です。

特に、企業がルールに

従って公正・公平に業

務を遂行することを指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

プロセス：仕事を進め

る方法や手順のことで

す。 

① 県⺠から⾒える県政の実現 
② 組織や仕組みとして不適切な政策決定を防ぐ 

③ 県外にも⽬を向けた県庁 

 

 

官民協働型の県政推進を車に例えてアクセルとするならば、一方で安全装置も

必要です。官民協働を進め、民間の中へ県職員が積極的に入っていく場合、行政

の中立性、公平性、公正性といった点が脅かされる場面が生じる可能性は否定で

きません。 

県では、モード・アバンセ事件を教訓に、二度とあのように組織として不適切

な政策決定を行うことを防ぐため、県政改革アクションプランを策定しました。 

この県政改革アクションプランを着実に実行していかなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

やはり、何より大切なことは、県政を敢えて外の目に触れさせる努力であり、

県民から見える県庁、県民から見える県政というものを目指していくことです。 

利害が対立する中での意思決定を行う場面などでは、そのプロセスを公表する

ことで、職員が過大なプレッシャーを感じることを防ぐことができます。 

また、職員の倫理観等に過度に頼って個々人の問題として矮小化させることな

く、組織的にしっかりと対応していくことで、組織としての健全性を図っていく

ことも重要です。 

 

 

 

 

 

県政改革アクションプランで触れているもう一つ重要なことは、職員が萎縮し

てしまって内向きの目線、発想に留まることを防ぎ、全国区からの視点というの

を取り入れて、外から見た視点というのも併せ持った上で行政を進めるというこ

とです。 

観光振興についても地域再生についても農業振興についても、当然ながら県外で

もいろんな取組が行われています。 

県勢浮揚に向けては、県庁が鎖国することなく、県外で一体どのような取組が行

われているかということをしっかりと把握して、地域間競争というものを意識しな

がら、その中で高知県の行く末を考えていくような、県外にも目を向けた県庁を目

指すことが重要です。 

① 県⺠から⾒える県政の実現 
② 組織や仕組みとして不適切な政策決定を防ぐ 

（２）県政改⾰アクションプランの着実な実⾏ 
 

 

官民協働型の県政推進を車のアクセルに例えるなら、一方で安全装置も必要

です。車と一緒で、スピードを上げれば上げるほどしっかりとした安全装置が

必要で、逆に言うと、しっかりした安全装置がないとスピードが上げられなく

なります。 

官民協働を進め、民間の中へ県職員が積極的に入っていく場合でも、行政の

中立性、公平性、公正性といった点はしっかりと守っていかなければなりませ

ん。 

県では、モード・アバンセ事件*を教訓に、あのように組織として不適切な政

策決定を行うことを未然に防ぐため、県政改革アクションプランを策定しまし

た。 

安全装置としてこの県政改革アクションプランを着実に実行していくこと

で、県庁のコンプライアンス*を確保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

県民の強いニーズがありながら、職員が失敗を恐れる余り、萎縮し、何も手

を打たないことは、不適切な政策決定を行うこととほとんど変わりがありませ

ん。 

職員が安心して前向きに仕事ができるよう、県政改革アクションプランにお

いては、意思決定のプロセス*に関する情報公開を充実させるとともに、意思決

定に対するチェック機能を強化する仕組みを整備しています。 

やはり、何より大切なことは、県政を敢えて外の目に触れさせる努力であり、

県民から見える県庁、県民から見える県政というものを目指していくことです。

利害が対立する中での意思決定を行う場面などでは、そのプロセスを公表す

ることで、職員が過大なプレッシャーを感じることを防ぐことができます。 

また、職員が仕事上で感じた不安、疑問、問題点などで、職場での解決が困

難な場合には、第三者に相談できる制度も拡充しました。 

職員の倫理観等に過度に頼って個々人の問題として矮小化させることなく、

組織的にしっかりと対応していくことで、組織としての健全性を保っていきま

す。 

 

（２）県政改⾰アクションプランの着実な実⾏ （２）県政改⾰アクションプランの着実な実⾏ 

① 県⺠から⾒える県政の実現 
② 組織や仕組みとして不適切な政策決定を防ぐ 

（2）県政改⾰アクションプランの着実な実⾏ 
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↑

県

意見

執 行 機 関

関係部長等

副知事

知　事

↑

課長補佐

担　当

↑

執
行
管
理
室
長

政
策
企
画
課
長

合議・審査

会計管理者

↑

必要に応じ協議

マスコミ

顧問弁護士

監査

公益通報

外部相談

取　材

開示請求
住民監査請求

監査委員

公益通報

 連携

審議会等

執行ライン

部　長

↑
外部監査人

県
　
　
　
　
　
　
　
　
民相談

外部相談員

チーフ

↑

住民訴訟
公益通報

　財政課
　執行管理室等

↑

課　長

（参考）知事部局の事務執行に関するチェックの仕組み

県
　
　
　
議
　
　
　
会

議案審査

調査

（予算執行以外）

（予算執行に関すること）

異議案件

問題案件のチェック

（予算執行以外）

問題案件のチェック

（予算執行に関すること）

相談

・問題案件の報告

・決裁ライン上の異議案件報告

庁 議 ・問題案件の対応方針を決定

合議

合議

公 開

監査

公益通報に基づく

調査

副部長等

 

 

 

 

 

県政改革アクションプランに盛り込んでいるもう一つ重要なことは、職員が内

向きの目線、発想に留まることを防ぎ、誠意を持って県民の声に耳を傾け、対話

する姿勢で仕事をするということです。 

「対話と実行」を基本姿勢に、県民と積極的に対話をし、しっかりと実情を把

握して、真の意味で県民本位の取組を進めていく必要があります。 

また、例えば、観光振興についても地域再生についても農業振興についても、

当然ながら県外でもいろんな取組が行われています。 

県勢浮揚に向けては、県庁が「鎖国」することなく、県外で一体どのような取

組が行われているかということをしっかりと把握して、地域間競争というものを

意識しながら、その中で高知県の行く末を考えていくような、県外にも目を向け

た県庁を目指すことが重要です。 

③ 県⺠と対話をする県庁 
④ 県外にも⽬を向けた県庁 
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アウトソーシング：業務

の一部を一括して他企

業に請け負わせる経営

手法のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノウハウ：ある専門的

な技術やその蓄積のこ

とです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロポーザル方式：業

務に対する企画提案を

求めて、最も適切な企

画力や問題解決力、技

術力などを有する相手

方と契約する方式で

す。 

 

 

 

前の行政改革プランでは、「平成 20 年４月までに知事部局の業務の 30％、

1,260 人役をアウトソーシング*又は廃止する」という目標を掲げ、取り組んで

きました。 

その結果、現在では相当多くの業務を民間事業者等に委託しています。 

 

 

 

 

 

外部委託そのものは雇用の確保や創出、あるいは民間企業の新分野への進出

の足がかりにもなり、この間の取組により随分と官民協働の下地は広がってい

ます。したがって、今回新たな数値目標を掲げることはしません。 

今後新たに業務を外部委託しようとする場合には、個々個別に委託がなじむ、

なじまないということを十分検討し、判断しながら進めていきます。 

「あと何％の業務をアウトソーシングする」といった数値目標は掲げないに

しても、「外部の人にやってもらうことはできないか」「民間の知恵や工夫、ノ

ウハウ*を生かすことはできないか」との視点で業務を見つめ、委託がなじむと

判断できる業務については、引き続き積極的に外部委託するという形で推進し

ていきます。 

 

 

 

 

 

地方自治体の発注には、地方自治法第 2 条第 14 項や地方財政法第 4 条第 1

項の規定による「最小経費最大効果の原則」があり、見積や入札の額が最も低

い者と契約するのが基本ですが、「安かろう、悪かろう」であってはなりません。

業務の履行に当たって、受発注者ともに法令を遵守することは当然ですが、 

県も単に受注者任せするのではなく、適時状況を点検し、業務の質を確保して

いきます。 

また、契約額がそのまま翌年の予算額になるなど、いたずらに価格競争を生

み出す仕組みになっていないかといった点については十分留意するとともに、

最低制限価格制度や低入札価格調査制度など、現在の法の枠組みの中で行い得

る制度の活用やプロポーザル方式*の導入などを図りながら、極端な低入札の防

止に努めます。 

 

③ 業務の適正な履⾏の確保 

① 委託の是⾮の⼗分な検討 
② なじむ業務は積極的に外部委託 

（3）外部委託の推進 
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公の施設：地方自治法 

第 244 条に規定する 

施設。住民の福祉を増 

進する目的をもってそ 

の利用に供するために 

地方公共団体が設ける 

施設のことで、文化施 

設や体育施設、公園な 

どが該当します。 

 

 

 

指定管理者制度とは、地方自治体が設置する「公の施設*」の管理運営を、自治

体が指定する団体に行ってもらう制度です。 

平成 15 年度に地方自治法が改正され、この制度が創設されたことにより、従

来は公共団体や外郭団体等に限定されていた委託先が民間事業者にも広げられ、

より柔軟に施設の管理運営ができるようになりました。 

県では現在、34 施設において指定管理者制度を導入しており、管理経費の縮減

や利用者サービスの向上などの効果が現れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治法の規定では、公の施設の管理は、自治体の直営か指定管理者制度

かのいずれかを選択できることになっています。 

現在、県が直接管理又は業務委託等をしている施設でも、サービス向上や経

費節減、民間との協働などの観点から、指定管理者による管理がなじむ施設に

ついては、引き続き指定管理者制度への移行を検討します。 

 

 

 

 

（4）指定管理者制度を活⽤した 
公の施設の管理運営 

① 直営施設等への指定管理者制度導⼊の検討 

 

 

○県の財政負担の縮減効果   単年度あたり 約 ２億３千万円 

 （※34 施設の指定管理者制度導入前の県負担額と平成 20 年度決算額との比較） 

○対応の迅速化 

 ・指定管理者が利用許可や料金減免をできるようになり、事務手続きが簡素化 

○利用者サービスの向上 

 ・開館日の増大、利用時間の延長など 

○自主企画等新しい取組の開始 

 ・指定管理者の企画提案により、新しい取組が開始 

○地域との協働                                 など 

主な効果 
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モ ニ タ リ ン グ ：定義は

様々ありますが、この

制度においては「点検」

と位置付けることとし

ています。 

 

 

 

 

 

 

  指定管理者制度を導入した後も、県は施設の設置者としての責任があります。

指定管理者の業務の履行状況を適切に把握し、監督するとともに、年度終了

後には結果をきちんと評価して、施設の適正な管理の確保と利用者サービスの

向上を図っていかなければなりません。 

そのため、平成 18 年度からは「業務状況評価」を行い、毎年公表を行って

きたところですが、今後は、新たに県と指定管理者が相互に業務の履行状況を

点検し合う「モニタリング*」を年度途中に実施し、しっかりと業務の改善を確

保していきます。 

これは、モニタリングを一つの契機として、県と指定管理者がコミュニケー

ションを図り、結果的に利用者にとってよりよい施設となるよう、その後の管

理運営の質の向上を目指すための取組です。 

  また、外部委託に関して P.19③に記載しているのと同様に、指定管理者制度

においても法令遵守を徹底するとともに、極端な価格競争の防止に努めます。 

 

 

                                                   

           

 

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

           

適

正

な

管

理

運

営

の

確

保 

サービス水準の確

保 

サービスの水準が適正に確保さ
れているか。 

利用しやすい受付

案内の実施 

受付窓口にスタッフを配置し、丁
寧に利用案内をしているか。 

広報・ＰＲ・情報

提供の実施 

サービスの情報や施設利用案内、

利用相談の手段など、必要な情報
を記載したパンフレット・掲示物
等が作成されているか。 

経費削減の取組 
経費削減のための取組を行って
いるか。 

利

用

者

サ

ー

ビ

ス

の

維

持

向

上 

自主事業の実施 
事業計画書のとおり、事業が実施
されているか。 

セルフモニタリン

グの取組 

仕様書または事業計画書に定め

られた業務の執行状況について、
定期的・継続的に自己点検を実施
しているか。 

自己点検の結果から抽出した課
題への対応策を講じ、改善に努め

ているか。 

利用者満足度調査

（苦情等の対応を

含む。）の実施状況 

利用者の満足度を把握するのに
十分なアンケート調査等を実施

しているか。 

利用者アンケート等から、サービ

スに係る課題を抽出しているか。

利用者アンケート等から抽出し
た課題への対応策を講じ、改善に

努めているか。 

収支の状況 

 

事業計画書又は収支決算書に記

載されている費目に対し、経理は
適切に行われているか。 

適

正

な

管

理

運

営

の

確

保 

開館の実績 
仕様書や事業計画書に定められ

たとおり（又はそれ以上に）開館
しているか。 

利用許可 
条例に基づき、適切な利用許可を
行っているか。 

建物・設備の保守

点検 

利用者が安全に利用できる状態

に保たれているか。 

修繕等への対応が適切に実施さ

れているか。 

清掃業務 
目に見える汚れ等がないなど、施
設内の美観が保たれているか。 

警備業務 警備や鍵の管理方法が適正か。 

植栽・樹木等の維

持管理業務 

落葉や雑草の繁茂等が放置され
ておらず、美観が保持されている

か。 

ゴミ処理等に関す

る取組 

再利用・再使用に取り組んでいる

か。 

事故発生時の対応

体制の構築 

発生した事故内容等について、原

因分析や改善のための対応を実
施して、その記録を作成している
か。 

災害発生時の対応

体制の構築 

災害時の連絡体制や職員の役割
分担等が明示されているか。 

非常口や避難経路等が常に問題
なく利用できる状態に保たれて
いるか。 

職員の配置 
各業務に必要な職員を配置して
いるか。 

職員のマナー 
利用者が職員だと判別できるよ
う、名札を着用しているか。 

② 公の施設の適正な管理の確保（モニタリングの実施） 

モニタリングにおける点検項目（例） 

※これらの点検項目はあくまでも例であり、施設の特性等に応じた内容で実施します。
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  県が設置している公の施設のうち、民間や市町村が運営した方が効率的で、利

用者にとっても利便性が向上するものについては、移管等を検討します。 

 
【例】 

施 設 名 内  容 ⽬標年次
室⼾岬⼣陽ヶ丘キャンプ場 室⼾市へ移管 平成 22 年４⽉ 
盲ろう福祉会館 ⺠間社会福祉施設へ機能を移転 平成 23 年 4 ⽉ 

③ 県が設置する公の施設のあり⽅の⾒直し 

公の施設一覧 

(注)県立大学、県立学校、道路、河川等を除く。 ★＝見直しを検討する施設

（平成22年４⽉１⽇時点）

レクリエーション

　　・スポーツ施設
8 8

レクリエーション施設 ⽉⾒⼭こどもの森
障害者スポーツセンター、

宿泊休養施設 オートキャンプ場とまろっと

産業振興施設 10 8 2

情報提供施設 家畜学習館

その他産業振興施設 消費⽣活センター

基盤施設 124 115 9

下⽔道 浦⼾湾東部流域下⽔道
公営住宅 県営住宅（63団地）
その他基盤施設 宇佐漁港

文教施設 19 5 14

図書館・博物館等 図書館

⾜摺海洋館 交通安全こどもセンター
芸⻄天⽂学習館 牧野植物園

医療・福祉施設 6 5 1

障害者福祉施設 療育福祉センター ★盲ろう福祉会館
看護師養成所等 幡多看護専⾨学校

合  計 167

病院

公園

池公園、甫喜ヶ峰森林公園、室⼾広
域公園、のいち動物公園、⼟佐⻄南
⼤規模公園（⼤⽅・佐賀地区）、⾼
知公園、甲浦港海岸緑地公園、⼿結
港海岸緑地公園

施設分類・施設数 指定管理者制度導⼊施設

体育施設

開放型研究施設

室⼾体育館、春野総合運動公園、

⾼知県⼯業技術センター、紙産業
技術センター、森林技術センター

3411518

⻘少年体育館、県⺠体育館、武道館

ホール・会館

幡多⻘少年の家、⻘少年センター

安芸病院、芸陽病院、
幡多けんみん病院

農業⼤学校、⾼知⾼等技術学校、
中村⾼等技術学校

安芸広域公園、鏡野公園、
五台⼭公園、種崎千松公園、
鏡川緑地、⾼知空港緑の広場

直営施設 業務委託等施設

産業研修施設

⻘少年の家

その他⽂教施設

森林研修センター（情報交流館）

森林研修センター（研修館）

港湾（19港）、漁港（26港）

美術館、歴史⺠俗資料館、坂本⿓⾺
記念館、⽂学館、埋蔵⽂化財セン
ター

⼈権啓発センター、こうち男⼥共同
参画センター、ふくし交流プラザ、
県⺠⽂化ホール、塩⾒記念⻘少年プ
ラザ

⾹北⻘少年の家、⾼知⻘少年の家
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条例による事務処理の

特例制度：（地方自治

法第 252 条の 17 の

2）都道府県知事の権

限に属する事務の一部

を、条例により市町村

が処理することができ

るよう、平成 12 年４

月に創設された制度。 

 

 

 

 

 

 

 

全国の権限移譲事例： 

・静岡県では、120 法

律の事務を市町村に

権限移譲（平成 21

年 4 月現在）。 

・島根県では、平成 21

年４月から全市町村

が福祉事務所を設置

し、生活保護事務を

実施。 
 

 

 

分権型社会の実現に向けては、地域に暮らす人々が、誇りを持ってそこに住

み続け、世代間継承していけるよう、住民に最も身近な基礎自治体である市町

村が、県との適切な連携と役割分担のもとで、地域の実情を踏まえながら、安

心・安全のまちづくりや福祉施策などをしっかり推進していくことが重要です。

それぞれの市町村が、自らの判断で地域の実情に合ったまちづくりを進めて

いくことができるよう、県が行っている仕事のうち、地域の実情に応じた効果

的な施策の推進や、住民の利便性の向上につながる事務などについて、条例に

よる事務処理の特例制度*を活用して市町村への権限移譲を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

平成 20 年 5 月に、政府が設置した地方分権改革推進委員会は、すでに全国

的に移譲が進んでいる事務などを中心に「基礎自治体に移譲すべき 64 法令

359 事務」をとりまとめ、政府に勧告しました。 

国においては、基礎自治体優先の原則のもとに、この勧告を踏まえて今後さ

らに議論を深め、市町村への権限移譲を具体化していくという方向です。 

また、全国的にも、福祉やまちづくりなど住民に身近な分野を中心に移譲が

進んで*います。 

こうした動向なども見据えながら、着実に移譲を進めていけるよう、勧告の

示す事務や他の先進県の事例なども念頭に、新たな権限移譲計画の策定に取り

組みます。 

計画の策定にあたっては、今後、移譲を目指す事務の整理に加えて、小規模

町村が多いという本県の特性やそれぞれの市町村の状況なども勘案しながら、

広域連携による事務の共同処理方式なども視野に入れ、実現の手法や課題、そ

の対応策等の検討も行い、実効性のある計画として策定します。 

① 政府分権委員会の勧告等を踏まえた 
新たな権限移譲計画の策定 

（5）市町村への権限移譲の推進

 

 

・特別養護老人ホーム、保育所等の設置認可や指導監督（市へ） 

・身体障害者手帳の交付（市へ） 

・都市計画区域内の開発行為の許可等（市へ） 

・農地の権利移動、転用の許可等（市へ） 

・火薬類製造、販売事業の許可（市町村へ）  など 

勧告で示された主な事務 
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権限移譲の実現に向けては、これまでのように、市町村からの申し出を待つ

ということだけではなく、新たな計画を議論のたたき台として、それぞれの広

域ブロックで市町村と十分に議論をし、調整を行いながら、調整が整ったもの

から順次、移譲を進めていきます。 

そうした議論の中では、個々の市町村では実現に課題があるという事務であ

っても、広域で連携し共同処理を行うことにより、効果的で効率的な移譲が図

られるものなどについては、広域単位での移譲も視野に入れ、十分に検討を重

ねていきます。 

 

 

 

 

 

 

権限移譲を受ける市町村に対しては、移譲後の円滑な事務処理を実現してい

くために、移譲する事務の内容や当該市町村の組織・体制等を勘案した上で、

市町村の要請に応じて専門知識を有する県職員の派遣を行うなど、人的支援体

制の確保に努めます。 

また、移譲を受けた事務を適切に執行できるよう、確実に事務の引き継ぎを

行うとともに、情報提供や助言などを継続して行い、市町村への支援に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

権限移譲を受ける市町村に対しては、移譲された事務処理に必要な人件費や

事務経費等について、交付金などにより確実に財源措置を講じることとします。 

② 移譲の実現に向けた市町村との⼗分な協議・調整 

③ 円滑な移譲のための⼈的⽀援や助⾔ 

④ 市町村への確実な財源措置 
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人口減少と高齢化の進行は、経済にも、社会保障にも甚大な影響を及ぼしま

す。その影響を真っ先に被っているのが高知県のような地方の中の地方です。 

 

 

 

 

 

 

例えば、社会福祉の問題について、都会で通用する制度が地方で通用するか

というと、非常に人口が多い地域で成し得る福祉の形と、人口が少ない地域で

成し得る福祉の形は違い、通用しない場合も多々あります。また、同じ農業を

取り巻く問題であっても、大規模な施設園芸を中心とする地域と中山間地域で

の小規模な農業者を多く抱える地域とでは抱えている課題が全然違ってきます

し、高知県の中においても、高知市と中山間部ではまったく違います。 

そうしたことから、様々な施策を展開するにあたっては、地域、地域の実情

を踏まえてよりきめ細かな課題を設定して制度設計した上で、最大限の効果が

もたらされるよう取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

県と市町村との職員交流については、双方の人材育成を図るとともに、相互

理解と協調連携を促進し、地域の振興と発展につなげていくことを目的に行っ

ています。 

県の職員にとっては、地域の課題を身をもって知ることができますし、市町

村職員にとっても広く県全体の中での自分の市町村の姿が見つめ直せるなど、

双方にとってのメリットが大きいことから、県と市町村との職員交流を積極的

に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222   組組組織織織とととしししてててののの機機機能能能ののの質質質ののの向向向上上上   
     高高高知知知県県県職職職員員員とととしししてててののの質質質ののの向向向上上上 

② 市町村との職員交流の推進 

① 地域の実情に合ったきめ細かな課題の設定 

（1）地⽅の中の地⽅の代表として
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県として課題に正面から取り組んでいき、対応策を自ら考えることはもちろん

重要ですが、同時に、国に対して「高知県では、こういう状況にある」というこ

とを訴え、国の政策に地方の多様性を反映させていくことが必要です。 

これまで国がさまざまな施策を実施してきましたが、大都市では通用しても、

中山間地域の多い本県には当てはまらないことや、十分に有効活用ができないこ

とが少なくありませんでした。多様な地方の実情に的確に対応していくために、

国の政策に地方の意見をしっかりと反映させていくことが重要です。 

  今後は、新たに法制化される「国と地方の協議の場」での協議が特に重要と

なってきます。全国知事会などとの連携のもとに、国の政策決定の企画立案段

階から、本県のような地方の多様な実情を訴え、政策提言なども行いながら、

地域の実情に応じた多様性のある政策決定が行われていくよう、取り組んでいき

ます。 

また、それとは別に、体制を強化した東京事務所を通じて、国の情報の収集

力と政策提言力の向上を図るとともに、海外事務所にも職員を派遣して、全国

を見ていく、世界を見ていく体制を築き、地方の中の地方の代表として、国に対

する積極的な提言等に取り組んでいきます。 

そうして、国による地方の税財源を確保するシステムや、立ち遅れた社会基盤

の整備促進、さらには福祉などの分野でも地方の自由度の高い効果的な政策の実

現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

国に対して具体的な政策提言を行っていく際には、単に高知県にとって有利

だという主張に留まらず、全国に通用する理屈、誰が聞いてもそれはそうだと

思える理屈を提案しなければなりません。 

全国的にもこれなら誰でも納得できるという理屈を提言し、それが結果とし

て本県のような所に有利に働くという提案が求められます。         

   

③ 地⽅の中の地⽅の代表として国の政策へ反映させる取組 

④ 合理的で納得性の⾼い政策提⾔ 
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山積する課題を一つひとつ解決しながら状況を打開し、落ち込んだ県勢を上昇

気流に乗せていくためには、県庁の仕事が単なるアウトプット*（事業展開）で

終わってしまってはいけません。事業を行うこと自体は決して目的ではなく、そ

の先にある現実的なアウトカム*（事業成果）こそが重要です。 

事業を実施する際には、常に成果を意識し、実行した後は、効果があったのか

なかったのか、もっと効果を高める方法はないのか等検証した上で、業務や仕事

のやり方を見直していくという姿勢が大切です。事業成果を実感することでやり

がいを感じ、次へのやる気も高まります。 

 

 

 

 

 

 

  県庁では、およそ３～4 年周期で人事異動が行われますが、異動すると仕事の

内容がまったく違ってくることが少なくありません。関係する法令や国の省庁は

違いますし、対象者や関連団体等も異なるため、一から勉強することになります。

  職員が業務に関係する法令を理解することや、目の前の分担業務をしっかりこ

なそうと全力を傾けることは当然であり、それが基本でもあります。 

しかしながら、結果、県の職員として「木を見て森を見ず」になってはいけま

せん。 

  高知県が今、どういう状況になっていて、何が課題で、傾向として今後どう

いう方向に向かいそうなのかといったことを、常に高いところから大局的に把

握しておく必要があります。 

 

  例えば、以下の 7 つの指標などは、全職員が共通して認識し、その変化を注

目していくべき指標であるといえます。 

 

 

 

 

アウトプット：事業等の

実施によりどれだけの

サービス等を提供した

かという、県側の活動

の総量の意味です。 

 

アウトカム：サービス等

を提供した結果とし

て、県民に対して実際

どのような成果がもた

らされたかという意味

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計特殊出生率：15

歳から 49 歳の女性

の、年齢別出生率を合

計した指標で、一人の

女性が平均して一生の

間に何人の子供を産む

かを表すとされていま

す。 

 

①県人口  774,935 人（H22.2 月 住民基本台帳人口） 

②高齢化率  25.9％（H17） 全国第 3 位（全国 20.1％） 

③合計特殊出生率*  1.36（H20 概数） 全国第 32 位（全国 1.37） 

④新規高卒者の県外就職率  52.3％（H21.3 月新規高卒者） 

⑤有効求人倍率  0.44 倍（H22.１月） 全国 0.46 倍 

⑥製造品出荷額等  5,870 億円（H20） 全国第 47 位 

⑦1 人当たりの県民所得  2,11４千円（H19） 全国第 46 位 

① ⼤所⾼所からの視点 

（2）アウトカムを意識した仕事の進め⽅ 

変化を注目していくべき指標の例
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事業を実施するにあたっては、「自分に割り当てられたから」との思いで漫然

と行ってもあまり効果は期待できませんし、次へも繋がりにくいものです。 

具体的に、誰が何をターゲットに、今どういう状況にあるから、どういった

戦略でどういうことをして打開しようとしているのかという５Ｗ１Ｈ*を明確

にしておかなければなりません。 

その際、求める成果を数値で表すことができる場合には、数値目標を立てる

ことによって取組の実効性が高まりますし、結果を的確に検証することができ

ます。 

そうした姿勢を身につけることで、仮に成果が思わしくなかったときに、最

初の状況把握に問題があったのか、ターゲットの設定がおかしかったのか、戦

略ややり方が万全でなかったのかといった反省が可能になり、それを見直すこ

とで事業の新たな展開ができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

各自が業務を行うに当たって、上げたい成果を意識して計画（Plan）し、事

務を遂行（Do）してきた結果、もしうまくいかなかったとすれば何が問題だっ

たのかを究明（Check）し、場合によっては業務の廃止も視野に入れながら、

その原因に応じて予算の組み方や仕事のやり方等の見直しをして、次に繋げて

（Act）いかなければなりません。 

予算編成の場面や事務を後任者に引き継ぐ場面などでは、あらかじめこの中

の「Ｃ」（チェック）の部分を確実に行っておく必要があります。 

そうして、年を経るごとに、人が変わるごとに熟度が高まっていき、結果と

して県民サービスがより向上するように取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA : PDCA サイク 

ルとも言い、綿密に計 

画を立て、そのとおり 

に（軌道修正しながら） 

実践し、結果を評価し、 

改善し、次につなげる 

というサイクルで、 

Plan（計画）、Do（実 

施・実行）、Check（点 

検・評価）、Act（処置・ 

改善）をぐるぐると繰 

り返していくことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５Ｗ１Ｈ： 

Who（誰） 

What（何） 

When（いつ） 

Where（どこ） 

Why（なぜ） 

How（どのように） 

 

 

 

 

 

PDCA : PDCA サイク 

ルともいい、綿密に計 

画を立て、そのとおり 

に（軌道修正しながら） 

実践し、結果を評価し、 

改善し、次につなげる 

というサイクルで、 

Plan（計画）、Do（実 

施・実行）、Check（点 

検・評価）、Act（処置・ 

改善）をぐるぐると繰 

り返していくことです。 

 

② ターゲットと対策を明確にしていく姿勢 

③ PDCA*の「C」を確実に⾏う⾏動 
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ＱＣ：品質管理 

 

見える化：企業活動の

漠然とした部分を数字

等客観的に判断できる

指標で把握する取組。 

 

５Ｓ：職場環境維持改善

で用いられるスローガ

ンで、各職場において

徹底されるべき事項を

Ｓで始まる整理・整

頓・清掃・清潔・躾の

５つにまとめたもの。 

 

ＴＱＣ：会社全体が QC

を理解し、組織的に製

品の質を高めること。

設計、製造にとどまら

ず、顧客に接する営業、

さらには間接部門まで

含めた全社統一運動。 

 

ＴＱＭ：TQC で唱えら

れた、組織全体として

統一した品質管理目標

への取組を経営戦略へ

適用したもの。 

 

Ｔ Ｏ Ｃ：制約条件の理

論。企業活動の中で最

も弱い部分に着目し、

そこを集中的に強化・

改善することにより、

最小の努力で最大の成

果を上げようとするマ

ネジメント手法。 

 

ＢＰＲ：企業改革のため

に既存の組織やビジネ

スルールを抜本的に見

直し、プロセスの視点

で職務、業務フロー、

管理機構、情報システ

ムを再設計するという

経営コンセプト。 

 

ボトムアップ：下からの

意見を吸い上げて全体

をまとめていく方式の

ことです。反対語はト

ップダウン。 

 

 

 

 

 

少子化、高齢化が進んできて、公共サービスへの需要は増大し、ますます多様

化しています。県の財源も厳しい中で、行政への期待は高まり、多様で高度な行

政サービスが求められているという状況です。 

したがって、人件費もコスト（費用）であるというコスト意識を職員一人ひと

りがしっかり認識するとともに、県が直接行う業務については、より効率的、効

果的に成果を上げられるよう常に見直していくことが重要です。 

財源が足りないからといって、安易に県民の負担を引き上げたり、公共サービ

スの水準をカットするといったことはできません。競争相手がひしめく民間企業

では、経営が苦しいからといって、安易に物やサービスの値段を上げる、あるい

は物やサービスの品質やサービスの水準を下げるようなことをしてしまうと、消

費者に見放され、逆効果になってしまいます。成功している企業は、値段を引き

上げずにサービスや製品の品質水準を維持、向上する工夫を日常的に行っていま

す。 

日本の製造業の強さの研究から、日本語であるカイゼン（改善）という言葉は

Kaizen として海外でも広まり、世界で通用する言葉になっていますし、「QC*」

に始まり、「見える化*」「５S*」「TQC*」「TQM*」「TOC*」「BPR*」等々、多く

の学者等が様々な理論を打ち立て、世界中の企業が日夜業務の効率化等による経

営改革に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

この手の取組で注意が必要なのは、これらの活動はいずれも手段であって目的

ではないということです。上からの押しつけにより、改善活動そのものが仕事化

してしまって、右のものを左に動かして、今度は逆に左のものを右に動かすとい

ったように、改善のための改善になってしまっては本末転倒です。 

やはり、現場が第一であることから、現場で生じている問題や業務の改善に

向けた提案をボトムアップ*でくみ取っていける仕組みを構築していきます。 

 

 

① 業務改善に向けた現場の職員の声を⽣かす取組 

（3）業務の改善と確実な引継
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ＯＡ：オフィス・オート 

メーションの頭文字。 

コンピューターやワー 

ドプロセッサー・ファ 

クシミリなどを利用し 

て事務の省力化を図り、 

必要情報を即時に使用 

できるようにすること 

やそのシステムのこと 

です。 

 

IT：インフォメーショ 

ン・テクノロジーの頭 

文字。情報技術。イン 

ターネット、通信、コ 

ンピュータなど情報に 

関する技術のことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一昔前と比べると、ＯＡ*化の推進により随分と事務の効率化が図られていま

す。さまざまな業務について情報システムが利用されており、ＩＴ*機器を活用

できる能力は、職員にとって不可欠となっています。 

 業務内容の解説・手順や過去の対応事例などをデータベース化したり、電子

ファイルを系統的に分類・管理して、組織的に利用することで、知識・情報を

職員間で共有したり、ベテラン職員のノウハウを若手職員に伝えていくことも

容易になります。 

 また、現在は、例えば地域で多数の関係者と協働して活動するような場合に

は、インターネットをうまく活用すれば、リアルタイムに情報を発信したり双

方向のやりとりを行うことも可能になっていることから、ＩＴ機器やそれを取

り巻く環境を有効に活用していくようにします。 

しかし、ＩＴ技術の普及によりいろいろなことが便利になった反面、県民の

皆様の大切な情報を日常業務の中で取り扱っている県職員としては、全職員が

情報セキュリティに対するしっかりとした知識を修得していかなければなりま

せん。 

 

 

 

 

 

人事異動が行われた場合、行政の継続性の確保のためにも、本来は後任者にし

っかりと確実に文書で引き継ぐべきですが、県では部長等を除いては個々人の裁

量に委ねられており、様式はもとより情報量も人によってまちまちになっていま

す。しかも、専ら引き継がれる内容は事務のやり方がメインとなり、何のために

行うのかということについては二の次にされてしまうことが少なくありません。 

これでは、事務量の多寡とその困難性だけに意識が向いてしまい、新任者のモ

チベーションも上がりませんし、やりがいも感じにくいということになってしま

います。 

引継を文書で行い、引継書をしっかりと残すことで、後任者の動機付けや事

務遂行のための貴重な資料になるだけでなく、その上司にとっても、所属職員が

どういった事務を大体どのぐらいの時期に行うのかが把握でき、業務管理・人事

管理の面でもメリットは大きいところです。 

また、人から人へとどんどん積み重なっていけば、それは県庁の財産にもなり

ます。    

② IT 機器等の有効活⽤ 

③ 引継書（⽂書）による引継の徹底 
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アドバイザー：専門的な

知識や経験を有してい

て、助言や忠告をして

くれる人です。 

 

 

官民協働型の県政で県勢浮揚を図っていくためには、行政と民間等の双方の強

みを存分に発揮していく必要があるのは当然ですが、そうしていく中で行政に求

められる内容には、県庁には知識やノウハウがないものも含まれてきます。 

そうした知識やノウハウを有し、全国的に活躍されている外部の専門家や有識

者の方にアドバイザー*になっていただくことで、県民のニーズに細やかに応え

られる体制づくりを進めていきます。 

また、職員がアドバイザーの視点や発想、考え方に触れることで、県庁でも全

国区の視点やマーケット（市場）重視の考え方、経営感覚などを取り入れた仕事

の進め方ができるよう繋げていきます。 

 

 

（4）外部アドバイザーの活⽤

 

 

商品開発・改良 
地域のイメージ向上や新商品につながる素材の発掘など 

消費者の視点を取り入れるための市場ニーズの調査、ターゲット・コンセプトの検討など 

素材又は原材料の生産者との連携（生産技術の開発・向上等も含む）など 

現状の課題解決や消費者ニーズに応じた加工技術の検討・研究・開発など 

商品の付加価値の向上、新商品の検討 

生産技術、生産体制、生産の機械化など 

商品のデザインやパッケージなど 

消費者の視点を取り入れた観光・交流の資源開発 

販路開拓 
商品に合った販売方法全般など 

営業活動など 

商談会・展示会への出展の検討など 

インターネットを活用したビジネス展開など 

物流ルートの確保策など 

観光地の知名度向上など 

経営戦略 
地域イメージを向上し、利益を得るための経営方針など 

ビジネスプラン作成支援など 

消費者からの商品評価や品質を低下させないための管理方法の検討など 

知的財産権の取得の検討など 

経営管理 
組織づくり、組織運営など 

人事、労務など 

財務管理、簿記会計など                        

産業振興アドバイザーの支援分類 
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「人材とは人財だ」といわれるように、いかなる組織においても人は財産で

あり、組織の生命線です。 

県庁においても、成長段階に応じた期待人材像を示し、それに沿った研修や

人事考課を行っています。また、職員が自らの役割を認識し、成果を実感する

ための目標設定制度や、ジョブチャレンジ*、ポストチャレンジ*といった制度を

導入しています。 

  なお、人事配置にあたっては適材適所を基本に行っており、女性職員の登用や

活用についても「こうち男女共同参画プラン」に基づいて推進しています。 

 

 

 

 

 

平成 21 年に人事課が実施した職員意識に関するアンケート調査によると、

「仕事をする上で必要な能力開発を自ら行っていますか」との問に対し、「行っ

ている」と答えた職員は、58.5％でした。（全体の回答率 61.8％） 

職員が自らの意思で能力や資質を高めるための自己啓発は、人材育成の基本

であり、職員の自己啓発に対する意識の向上を図っていくことは重要です。ま

た、多様化する行政課題に対し、適切に対応できる知識を養うためには、日頃

から自己啓発に取り組む必要があります。 

このため、職員が主体的に能力開発に取り組む動機づけとなるような研修を

充実することや、ネットワークを利用したｅラーニング*の活用、能力開発関係

の図書を整備して貸し出しを行うなど、多様な学習機会が確保されるよう支援

を行います。 

また、職員が向上心を持ち、自己啓発に積極的に取り組んでいくためには、

自己研鑽に対する組織の気運の醸成が必要なことから、目標設定による面談の

機会などを活用し、職員への自発的な能力開発を奨励するとともに、所属や部

単位による少人数での勉強会や研究会に対する支援などを行います。 

 

 

 

 

① 磨き上げ（⾃⼰啓発）の推進 

（5）⼈材育成と⼈事・給与制度の適正な運⽤  

 

 

 

ジョブチャレンジ：特定 

の業務を示して公募し、 

意欲ある職員に希望す 

る業務を担当させる制 

度です。 

 

ポストチャレンジ：ポス 

ト（チーフ等）を特定 

して公募し、適任者を 

選考する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅラーニング：ネットワ 

ークを利用した教育や 

研修を意味します。サ 

ービスの利用者は自分 

の都合のいい時間や場 

所で、常に最新情報の 

教育を双方向的に受け 

ることができます。 



33 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

コア：物の中心部。中

核。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員能力開発センターで行う職員研修は、高知県の職員として求められる基

本的な資質・能力の向上や、これからの時代に必要な能力の開発に向けて、職

員の自主的な意識付けを行う場として重要な役割を担っています。 

県が直接担うべき研修の基本方針の策定などコア*となる部分以外について

は、平成 19 年度から民間の人材育成機関の持つ専門性やノウハウなどを有効

に活用し、より効果の高い研修を実施するため、業務を外部委託していますが、

県としても研修時における立会評価や、委託先の責任者を交えての評価会議を

毎月開催するなど、研修内容のレベルアップが図られるよう取り組んでいます。

今後も、県政の状況やそれぞれの職員に求められる役割などを勘案しつつ、

研修体系や研修手法をその都度見直しながら内容の更なる充実に努め、政策形

成能力の向上など、職員に求められる知識や能力を高めたり、新たな能力開発

への動機付けとなる研修を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度から目標設定制度を導入していますが、この取組は、上司との

面談を通して自らの役割を明らかにし、担当する業務等の目標を設定した上で

業務を行うことで、職員の職務への意欲を高めたり、効率的な業務の執行に繋

げることなどを目的としています。 

この取組を通じて、上司と部下との間での業務に関するコミュニケーション

の改善や、業務目標が明確化され、業務に対する意識づけや動機づけができた

などの意見がある一方で、職員へのアンケート結果などでは、「負担に感じる」

や「作業が目的化している」といった意見が少なくないなど、制度の趣旨が職

員に十分理解されていない状況にあります。 

このため、アンケート調査などの意見を踏まえながら、制度の目的を分かり

やすく再整理するほか、手続等を簡素化して負担感を軽減することなどにより、

職員自らが主体的な取組として行い、職務への意欲の向上や職員の能力開発な

どに繋がるよう、見直しを行います。 

 

 

③ ⽬標設定制度の⾒直し 

② 効果的な職員研修（集合研修）の実施 
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人事考課は、その結果を面談の上で考課者から職員にきちんと伝え、引き続き

能力を伸ばしたいところ、努力をして欲しいところを考課者と被考課者が共有し

てこそ人材育成に繋がるものです。 

考課を行う管理職員は、あらためてその重要性を認識するとともに、必ず考課

結果をフィードバック*するよう徹底します。 

 

また、人事考課の透明性を高め、職員の納得性を向上させるためには、希望す

る職員に対しては、考課票そのものを開示するとともに、考課の結果を部別やス

テージ*別に分析し公表することで、人事考課に対する信頼性を増していくことが

大切です。 

同様に、査定昇給についても可能な分析をしたうえで職員に示すことで、納得

性を高め、勤務成績をより適切に給与に反映させ、職員の活力を向上させていく

という制度の趣旨が十分発揮される仕組みに熟度を高めていく必要があります。 

 

 
 

 

 

 

 

以前から給与情報については県公報を通じて公表していましたが、高知県人

事行政の運営等の状況の公表に関する条例の施行により、平成 17 年度分から

はより詳細な情報をホームページに公表しています。 

県の給与制度に関する透明性を高め、県民の皆様の理解と納得が得られるよ

うにするため、引き続き職員給与の支給状況等の情報を公表していきます。 

 

【県（行政管理課）のホームページ】 

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110301/ 

 

④ フィードバックの徹底 
⑤ ⼈事考課票の開⽰と昇給結果の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィードバック：結果を 

原因側に戻して原因側 

を調節することです。 

考課結果をフィードバ 

ックするというのは、 

評価した結果を以後の 

参考にしてもらうため、 

考課結果を本人に伝え 

ることです。 

 

ステージ：現在県庁では、 

職員を「行政職」「工事 

職」「普及職」「研究職」 

「福祉職」「医療職」「 

技能職」の７つの職に 

区分し、その上で技能 

職以外は、それぞれス 

テージ１からステージ 

７まで、職員の役職別 

に区分して、「期待人材 

像」というものを設定 

し、各ステージに応じ 

た考課要素を用いて人 

事考課等を行っていま 

す。 

例えば、主事はステー 

ジ１、主幹はステージ 

３、課長はステージ６ 

というようになってい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 給与状況の公表 
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セルフチェック・セルフ

ケア：自分で自分の健

康を点検し、管理する

こと。 

 

セクシャル・ハラスメン

ト：性的いやがらせ・性

的脅迫。 

 

パワー・ハラスメント：職

場で上司が職務権限等

を利用して行ういやが

らせ・いじめ。 

 

職員が、県民の皆様のためにしっかりと仕事をしていくためには、職員自身

が健康であることや、組織が健全であることが第一です。 

 

組織としては、指揮命令系統がしっかりと機能し確保される一方で、一人ひ

とりが尊重され、ベテラン職員から若い職員までが自由に意見が言い合えるよ

うな形が求められます。性別はもとより、年齢や事務、技術、技能など職種の

間に壁を設けず、各々が建設的な意見を持ち寄りながら、皆で県政課題の解決

に向けて取り組んでいく必要があります。 

幸い、高知県庁には、年齢や性別、役職等に関わらず普通に意見が言い合え

る良き風土があり、この組織風土は守っていかなければいけません。 

また、職場の風通しを良くして、皆が意欲を持って県民の皆様のために働け

るような職場づくりに努めることが大変重要です。 

そのため、一人ひとりが持てる力を存分に発揮できるよう、管理職員は職員

のからだと心の健康には特に意を用いなければなりません。 

 

 

   

取組としては、平成 21 年３月に「職員の心とからだの健康づくり計画」を

策定し、健康のセルフチェック・セルフケア*への支援や、快適な職場づくりな

どに取り組むとともに、セクシャル・ハラスメント*やパワー・ハラスメント*

の防止に向けても、苦情・相談窓口を設置するだけでなく、職員に対する研修

や注意喚起を行っています。 

加えて、「次世代育成支援行動計画」に基づき、職員の仕事と子育ての両立を

図っています。妊娠中の職員については、まずは職員から妊娠の報告があった

際には、所属長から各種制度の説明を行うとともに、当該職員と十分話し合っ

て事務負担の軽減など必要な措置を講じることにしていますし、育児休業中の

代替職員の確保に努めることや、子育て中の職員については、時間外勤務を制

限するなど、職場全体が支え合いながら支援していけるように努めています。 

 

こうした取組については、職員の意見も聞いて改善を加えながら、今後とも

さらに風通しの良い職場づくりを進めていきます。 

 

（6）⾵通しの良い職場づくり
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県庁では、かつては課の中に班を置き、班長が職員の業務を取りまとめる「班

長制」を敷いていました。しかし、職員数のスリム化を進めてくる中で、限ら

れた人材で効率的に業務を行うため、現在ではほとんどの職場が、ラインに縛

られずに職員の業務分担を決められる仕組みの「チーフ制」になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、最近は庁内外で、「チーフが担当と同じように業務を受け持つようにな

り、忙しくなった」、「部下の指導育成力が弱くなった」、「職員がどの業務グル

ープに属するか、わかりにくい」といった意見が聞かれるようになっています。 

 

チーフ制を敷きながらも、班長制にあったようにやはりチーフを核とする集

団体制の中で、互いに刺激し、影響し合って共に成長していける組織にしてい

く必要があります。 

また、特に担当職員にとっては、業務上密接な関わりを持つチーフが一番身

近な上司であって、大きく影響を受けることから、各担当の所掌する主たる業

務のチーフを担当上司とし、チーフはその部下の育成に大きな役割を担ってい

ることを事務分担や目標設定制度の中で位置付けます。 

その上で、対外的なわかりやすさを考慮して、職員録にも職員がどのチーフ

のもとに属するかを明示する等の改善を図ります。 

 

併せて、チーフ間で業務が抜け落ちることを防いだり、一部の職員に業務が

偏らないようにするためには、課長補佐の役割が重要です。 

課長補佐の役割として、対外的に課長を代理することや、不適切な会計事務

が行われることのないようチェックする以外に、しっかりと課の業務全体を統

括しチーフを指導する等、内部マネジメントの面で重要な役割を担っているこ

とを徹底します。 
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（7）チーフ制の機能改善 
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３３３    簡簡簡素素素ででで効効効率率率的的的ななな組組組織織織ののの構構構築築築   

 

 

 

 

前の行政改革プランでは、「知事部局を平成 22 年 4 月までに 3,400 人体制

とし、今後 10 年以内には 3,000 人体制とする」との目標を掲げていました。 

  しかし、今後も引き続きこれまでと同じペースで職員数削減をしていくと、

県勢浮揚に向けた官民一体の取組や県民サービスに支障が生じることが懸念さ

れます。県政上の課題や求められる行政需要にしっかりと応えていくためには、

無駄を省き、見直せるものは見直した上で、必要な分野にはしっかりと人員を

積み上げなければなりません。 

一方で、団塊の世代の大量退職の時期は過ぎたものの、平成 21 年度末を含め

た今後５年間で 700 人超の退職が見込まれる中で、職員の質を一定確保してい

く必要性や、採用後の配属の問題、年齢構成上新たなピークを作ってしまうこと

等を考えると、採用数には限界もあり、時々の退職者数に見合う採用をしていく

ことも困難です。 

  これらを考え合わせ、前プランで掲げた 3,000 人という目標は廃止した上で、

官民協働でしっかりと行政サービスが行える体制を築きつつ、一方で、毎年の

事務事業の見直しや業務の合理化、公社等への派遣職員の見直し、業務の外部

委託といった手法による組織の自己革新性を発揮しながら、新たに今後５年間

で 100 人を削減し、平成 27 年４月までに知事部局を 3,300 人体制にすることを

目標にします。 

  なお、この目標値は、状況の変化によっては適宜見直すこととします。 

  特に、今後の市町村への権限移譲の進展や、国からの業務移管の状況によっ

ては、大きく見直す必要が生じてきます。 

 

 技能職については、退職不補充とします。ただし、植物栽培や動物飼育の業

務については、業務の性格上外部委託が困難なことから、今後の体制のあり方

を検討していきます。 

 

※平成 22 年 4 月の職員数は、前プランに掲げた 3,400 人の目標をほぼ達成する見込みです。 

部  ⾨ 
H21.4.1 

職 員 数 
H22.4.1 

前プラン⽬標値
H27.4.1

職 員 数 
⾒ 込 み 

H27－H21 の純減⽬標 

増減数 増減率 

知事部局 3,487 ⼈ 3,400 ⼈ 3,300 ⼈ ▲187 ⼈ ▲5.4% 

（1）職員数のスリム化

① 知事部局 3,300 ⼈体制を⽬標 
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今後 5 年間の 
退職者数⾒込み A 採⽤者数⾒込み B Ａ－Ｂ 

７２５⼈ ６２５⼈ 
（125 ⼈×５年） ▲１００⼈ 

※退職者数見込みには定年退職予定人数*に、定年前退職者数を各年 30 人とし 
て見込んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年退職予定人数：人 

事院は、平成 25 年度 

から国家公務員の定年 

年齢の段階的な引上げ 

に取り組む方針を示し 

ており、関連して今後、 

地方公務員の定年が延 

長されることになった 

場合は、本県の退職者 

及び採用者の人数も大 

きく変動してきます。 

 

今後５年間（H22～H26）の職員数の増減要因 

退職者数と採用者数見込み 

○業務の外部委託(退職不補充等) 
 ▲50 人 

 
○時限的配置の期限到来   ▲50 人 
 
○事業の終了 
・龍馬であい博対応 
・県立大学の法人化対応 
・地上デジタル放送への移行対応 
・高知駅周辺整備 
・公共事業の減少 
・その他事務事業の見直し 
 
   20 人×５年 ＝   ▲100 人 
 
 
○組織体制の見直し 
 ・職の兼務など事務分担の見直し 
 ・総務事務の効率化 

・外郭団体への派遣の見直し 
・組織体制の効率化     等 

 
10 人×５年 ＝      ▲50 人 

計 ＋150 人 

増員要因 

 
○政策企画機能の強化 
 
○県経済の抜本的強化 

・産業振興計画の推進 
（1 次産業の維持発展） 

・観光対策の充実（ポスト龍馬博対応） 
・雇用対策の継続 
・新規公共事業への対応 

 
○少子化対策、子育て支援の充実 
 
○日本一の健康長寿県づくり 

・地域医療の確保 
・高知型福祉の推進 
・あったかふれあいセンターを拠点と

した地域の支え合いづくり 
 
○県民の安全・安心の確保 

・南海地震対策の推進 
・突発的危機への対応 

 
○収入の確保 

・滞納整理、未収金対策の強化 
 
○地球にやさしい環境施策の推進 

減員要因 

 
○業務の外部委託(退職不補充等) 

 ▲50 人 
 
○時限的配置の期限到来   ▲50 人 
 
○事業の終了 

・龍馬であい博対応 
・県立大学の法人化対応 
・地上デジタル放送への移行対応 
・高知駅周辺整備 
・公共事業の減少 
・その他事務事業の見直し 

 
   20 人×５年 ＝   ▲100 人 
 
 
○組織体制の見直し 
 ・職の兼務など事務分担の見直し 
 ・総務事務の効率化 

・外郭団体への派遣の見直し 
・組織体制の効率化     等 

 
10 人×５年 ＝      ▲50 人 

計 ▲250 人 

差引 ▲１００人 
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一般行政部門（再掲）：

知事部局の職員数に、

議会事務局や人事委員

会、監査委員等行政委

員会の事務局の職員数

を加えた職員数です。 

ただし、教育部門及び

公営企業等部門に属す

る職員数を除きます。 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年 4 月の県職員数としては、全体で以下の姿を目指します。 

部  ⾨ H21.4.1 
職 員 数 

H22.4.1 
前プラン⽬標値

H27.4.1 
職 員 数 
⾒ 込 み 

H27－H21 の純減⽬標 

増減数 増減率 

⼀般⾏政部 ⾨ 3,562 ⼈ 3,471 ⼈ 3,373 ⼈ ▲189 ⼈ ▲5.3% 

教 育 部 ⾨ 8,246 ⼈ 8,148 ⼈ 7,508 ⼈ ▲738 ⼈ ▲8.9％ 

警 察 部 ⾨ 1,867 ⼈ 1,855 ⼈ 1,882 ⼈ 15 ⼈ 0.8％ 

公 営 企 業 等  726 ⼈ 735 ⼈ 714 ⼈ ▲12 ⼈ ▲1.7％ 

合  計 14,401 ⼈ 14,209 ⼈ 13,477 ⼈ ▲924 ⼈ ▲6.4％ 
 

・教育部門の純減目標には、県立大学の地方独立行政法人への移行による減少分を含

みます。 

・小中高等学校の教職員については、児童生徒数の減少に伴い、学校及び学級数が減

少するため、相当数の減少が見込まれます。 

・県全体の職員数をスリム化する中で、警察官については、県民の安全で安心な生活

を守るため、国に要望しながら増員を図ります。 

・小中高等学校及び特別支援学校の教職員並びに警察官の人数については、法令等の

改正により変動する場合があります。 

・公営企業等部門については、技能職の退職不補充等による減員を見込んでいます。 
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【任期付職員の採用実績】 

   

 

 

 

平成 13 年 4 月からの公的年金の（満額）支給開始年齢の引き上げに合わせ、

定年退職との時間的なズレを埋めるとともに、高齢者の豊かな知識や経験を活

用していくために公務員に再任用制度が導入されました。 

高知県も例外ではありませんが、これまでは人員を大幅に削減する一方、最

低限の新採職員数も確保する必要があったことから、その活用は十分とは言え

ませんでした。 

  また、平成 14 年から任期付職員の採用も可能になっていますが、今は高度

の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者か、専門的な知識経験を有する

者がそれぞれ当該能力を発揮する職務に従事する場合に限られていることもあ

って、採用実績はさほど多くありません。 

  大量の職員が退職し新人へと新陳代謝が行われる中において、知識や経験を

有する退職者を積極的に活用することや、任期付など多様な任用形態を導入し

ながら県庁の力を維持していくよう取り組んでいきます。 

【再任用の状況】 

 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
⾏政職 ４ ２ ２ １ １ １ １ ６
研究職  １   
技能職  ６ 12 16 ２  １ ３

計 ４ ３ ８ 13 16 ３ １ ２ ９
 

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21
２
(2) (2) (2)

２
(3)

 
(3) 

１
(2)

２
(3)

          ※下段カッコ内は、その年度の在籍人数 

 

 

 

 

  県では、臨時的任用職員をハローワーク（公共職業安定所）を通じて募集し、

１年間の任期で任用しています。 

  臨時的任用職員の任用とは、地方公務員法第 22 条に基づくものであり、一

部の規定を除いて同法が適用される公務員であって県の職員であることから、

県では、基本的な知識を身に付けさせるための研修を実施したり、正職員に準

じて各種休暇制度も整備しています。 

  その職務内容としては、基本は事務補助であり、任期からしても限界があっ

て、正職員とまったく同様の分担と責任を負わすというわけにはいきませんが、

繁忙期や繁忙職場に配置されることから、一定の固定的役割を担ってもらうな

どの活用を図り、臨時的任用職員も含めた組織全体での業務執行に努めます。 

 

③ 退職者の積極的な活⽤や多様な任⽤形態の導⼊ 

④ 臨時的任⽤職員の有効活⽤ 
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スクラップ・アンド・ビル 

ド：行政機構における 

膨張抑制の方法の一つ 

で、組織の新設にあた 

っては、同等の組織の 

廃止を条件とすること 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンパワー：労働力。 

仕事などに投入できる 

人的資源のことです。 

 

これまで、その時々の必要性や情勢に合わせて組織改編を行ってきましたが、

組織を見直す場合、どうしてもゼロの状態からではなく、現行体制への新たな

要因のプラスとマイナスで必要な職員定数を算定することになります。 

その際、新しい行政課題に対応するよう増員もしたのに、当初の想定以上に

業務量が多かったり、困難を伴ったりすることがありますし、その一方で、従

前から継続して同じ業務を行い、事務量が変わらないことを理由に、職員の人

数や体制がさほど変わっていない職場もあります。 

こうした結果、県庁内で極端に忙しいところと比較的そうでないところの格

差が生まれています。 

 

 

 

 

 

全体として定数を削減しながら、一方で数ある県政課題を新たな視点で見つ

め直し、新たな優先順位で取り組んでいこうとする中では、当然ながら体制を

強化しなければならない部署も出てきます。 

行政組織の場合は、県民サービスの点からも業務や人員の削減は容易ではな

い上に、社会情勢の変化に対応するために、肥大化方向に向かう性質がありま

すが、ビルド（新設）の前にはスクラップ（廃止や見直し）が必要との基本に

立ち、スクラップ・アンド・ビルドを徹底して行うことで、限られたマンパワ

ー*をより効果的に再配置していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

県行政の中には、専門性を必要とする業務が少なくないため、様々な専門職

種別の採用を行っています。 

スクラップ・アンド・ビルドを行っていく中では、県として求められる専門

性は確保しつつ、組織としての柔軟性も求められます。 

ベテラン職員が大量に退職していく中で、業務等を通じて技術職員の専門性

をさらに高めていく一方で、違う分野を経験することで行政職員としての幅を

拡げることも重要であることから、引き続き、技術職員の他分野への人事交流

を進めます。 

② 技術職員の他分野への⼈事交流 

① ⼈員再配置の取組 

（2）スクラップ・アンド・ビルド*の徹底
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出先機関については、これまで廃止や統合による見直しを行ってきて、平成 7

年に 148 あった機関を平成 21 年時点で 64 機関まで縮減しており、効率的な

組織体制ということでは、数の面で一定の成果を上げてきているところです。 

今後は、事務執行の効率化と並行して、地域の安全や産業の活性化の面から

も効果的な組織体制を考えていく必要があります。 

 

 

 

 

県には、基盤整備を所管する機関として、農業振興センターの基盤整備課（農

林水産省関連）、林業事務所（林野庁関連）、土木事務所（国土交通省関連及び

水産庁の漁港関連）があります。 

いずれの機関も広大な管内を有しており、近年台風の直撃等は免れていると

はいえ、危機管理の面からも今の体制のままでいいのか十分検討しておかなけ

ればなりません。 

事業目的が異なり、関係省庁も仕事の進め方も違いますが、基盤整備部門と

して統合が可能なのか、統合すべきなのか、機能の統合はできないのかといっ

たことを検討していきます。 

 

 

 

出先機関の中には、その規模等によって１～２名といったごく少数の職員が

総務部門を担っている例がありますが、そうした体制では事務の効率性を欠く

だけでなく、会計のチェックや職員の人材育成の面からも十分とは言えません。

1 つの庁舎内や近隣に複数の出先機関を設置しているところがあります。そ

うしたところでは、検討の上総務部門の集約化に取り組み、職員の事務負担の

軽減や事務の効率化、人材育成が図れる体制づくりを進めます。 

 

 

 

組織の効率化に努める一方、県では、「地域産業振興監」や「地域支援企画員」

等の職員を県内の各地域に配置し、住民の方々や市町村の職員らと共同で、地

域づくりのお手伝いや地域の産業振興等に取り組んでいます。 

  また、観光分野においても、専任の職員が県東部、中部、西部に駐在し、地

域における観光のネットワークづくりや観光資源の磨き上げを進めています。 

これからも地域の実情に応じ、機動的に職員を現地に配置し、地域の活性化

に向け取り組んでいきます。 

② 同⼀庁舎等の総務部⾨の集約化 

① 基盤整備部⾨の統合の検討 

（3）出先機関の執⾏体制の⾒直し

③ 地域を⽀えるための組織体制の充実 
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全国に先駆けて少子高齢化が進んでいる本県にとっては、保健・医療・福祉

の充実や、県経済の活力の再生という大きな課題があり、その解決のためには、

それらを支える人材の育成は欠かせません。 

また、若者の県外への流出を防止するためには、就労の場の確保に加えて、

県が関与する大学における教育機会の拡充は大変重要です。 

そして、県立大学については、教育研究や地域貢献活動の一層の充実のため、

できるだけ早く公立大学法人化を行い、そのメリットを生かしていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

県が関与する大学の３つのキャンパスについては、それぞれ、次のような方

向性をもって、人材育成機能の充実等を図っていきます。 

高知女子大学の池キャンパスは、保健・医療・福祉の連携による「健康長寿

の拠点」として、隣接する高知医療センターと連携し、日本一の健康長寿県づ

くりに必要な人材の育成を目指すこととし、更なる教育機能の充実を図ります。 

永国寺キャンパスは、「社会貢献をする知の拠点」として、県内高校生の進学

希望が最も多い半面、進学の受け皿として不足している社会科学系教育の場を

整備し、県内産業の振興に貢献する経営能力の高い人材の育成などの社会人教

育や、生涯学習機能も充実させていきます。 

高知工科大学の香美市キャンパスは、これまでの実績と成果を踏まえた「工

学、産業振興の拠点」として、産業の浮揚につながる研究開発や人材の育成を

目指します。 

 

 

 

 

 

全国の公立大学の約７割が法人化又は法人化の決定をしています。 

この制度は、大学の自主性、自律性の向上によって、大学運営を機動的、戦略

的に行うことで、大学の教育研究や地域貢献活動を充実、活性化することを目的

としたものです。また、定期的な外部機関の評価などを通じて説明責任を果たし

ていくことで、学生や県民に対するサービスの向上も期待できます。 

こうした様々なメリットを生かすため、平成 21 年度に公立大学法人化した高

知工科大学の事例も参考としながら、県立大学については、できるだけ早い時期

の公立大学法人化に取り組みます。 

① ⼈材育成機能の充実 

② 県⽴⼤学の公⽴⼤学法⼈化 

（4）県⽴⼤学の体制の⾒直し
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公益法人制度改革：平

成 20 年 12 月に「公

益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関す

る法律」等が施行され、

既存の社団法人及び財

団法人は、平成 25 年

11 月末までに公益社

団法人・公益財団法人

か、もしくは一般社団

法人・一般財団法人へ

の移行申請を行うこと

が必要となりました。

特に公益法人へ移行す

る場合、公益目的事業

比率が 50％以上か、

不特定多数の利益増進

に寄与するものか等の

基準により、厳密に判

定されることとなり、

今後の団体のあり方に

も大きく影響してきま

す。 

 

第三セクター：P６０

の脚注で解説 

 

第三セクター等改革推

進債：平成 21 年４月

から「地方公共団体の

財政の健全化に関する

法律」が全面施行され、

第三セクター等の負債

の一定部分が自治体の

財政健全化の判断に反

映されるようになりま

した。これに関連し、

平成 21 年度から 25

年度までの時限措置と

して、第三セクター等

の整理又は再生のため

に特に必要となる経費

を対象とする地方債

「第三セクター等改革

推進債」が制度化され、

経営状況が悪化してい

る第三セクター等は、

存廃を含めた抜本的な

改革が求められていま

す。 

 

県が基本金等の 25％以上を出資している団体（株式会社を除く。）について

は、平成 16 年３月に改革の基本方針「公社等外郭団体の改革について」を取り

まとめ、原則、廃止又は民営化することを前提に、団体の必要性やあり方につい

て点検評価を行い、団体の統廃合や県職員派遣の見直し、経費削減による経営改

善等に取り組んできました。 

その結果、平成 21 年までの５年間で７団体が廃止されています。 

 

年 ⽉ 内   容
H16.６⽉ (財)グリーンピア⼟佐横浪の破産
H16.10 ⽉ (財)⾼知県漁業振興公害対策基⾦の廃⽌ 
H17.３⽉ (財)⾼知県政策総合研究所の廃⽌
H18.１⽉ (財)⾼知県国⺠年⾦福祉協会の廃⽌
H20.3 ⽉ (財)⾼知県ふくし交流財団及び(財)⾼知県障害者スポーツ

振興協会を(社福)⾼知県社会福祉協議会に統合 
H21.３⽉ (財)⾼知県下⽔道公社の廃⽌

 

一方、最近になって公社等に関係する新たな法律が施行され、公益法人制度

改革*が行われるようになったり、第三セクター*等を整理・再生する際に発行で

きる第三セクター等改革推進債*が創設されるなど、公社等を取り巻く環境には

大きな変化が生じています。 

 

こうした制度改正や、これまでの改革の取組結果を踏まえ、以下の対象団体

について、次ページの基本方針により公社等改革を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ なお、株式会社は基本的に利益を上げることを目的に経営されており、株主との

関係の中で経営改善が図られるべきとの理由から、このプランの対象からは除外し

ますが、県の出資割合が４分の１以上の株式会社については、対象団体に準じて経

営情報を公表するとともに、健全経営を確保し、県の財政的支援の縮小に努めます。 

（5）公社等外郭団体の⾒直し

公社等改革の対象団体 

１ 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分の１以上を出

資している法人（株式会社を除く。） 

 

２ 県が出資をし、かつ、県職員を派遣している法人（株式会社を除く。）
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項 ⽬ 内    容
①団体の廃⽌・統合 ・設⽴当初の⽬的が達成された団体や、社会経済情勢の変化等により存在

意義が薄れている団体、事業の必要性が低下している団体は、引き続き
「廃⽌」⼜は「縮⼩」に取り組む。 

・事業内容等が類似している団体や、組織を統合することで合理化⼜は執
⾏体制の強化等が期待できる団体は、「合併」する。 

・多額の⻑期負債を有する団体で、県が債務保証等を⾏っており、事業の
廃⽌が適当と認められるものについては、第三セクター等改⾰推進債を
活⽤する等して、抜本的な改⾰を⾏う。 

・体制縮⼩や廃⽌に当たっては、プロパー職員の処遇について⼗分配慮す
るものとする。県は、団体への関与の状況に応じ、団体と協⼒して、団
体間の⼈事交流や再就職の⽀援を⾏う。

②健全経営の確保 ・県が財政的⽀援を⾏っている団体は、組織体制のスリム化や管理費の縮
減等に取り組む。特に経常⾚字が続いている団体や累積⾚字を有する団
体については、経営の合理化を強く推進する。 

・県が財政的⽀援を⾏っていない団体は、引き続き⾃⽴した経営を確保す
る。 

・法⼈の設⽴⽬的に応じ、県以外からの事業の受託や⾃主事業による財源
確保に努める。 

・他団体との管理部⾨の⼀元化や事務の共同化、団体間及び団体内での役
職員の兼務化等も検討する。

③県の⼈的関与の
縮⼩ 

・運営の⾃⽴性、主体性を⾼めるとともに、経営責任を明確にするため、
県の⼈的関与を引き続き縮⼩する。 

・県職員の派遣については、必要最⼩限の範囲とする。 
・県職員が事務局を兼務している団体については、⾃⽴した運営体制を確

⽴する。 
・⺠間活⼒の導⼊のため、⺠間から積極的に役職員を登⽤する。

④情報公開の促進
等 

・経営の透明性を確保する観点から、財務諸表、事業計画、組織・⼈員管
理状況、活動内容などの情報は積極的に公開する。

⑤新公益法⼈制度
への円滑な移⾏
の⽀援 

・法定の移⾏期限（平成 25 年 11 ⽉末）までに公益法⼈⼜は⼀般法⼈へ円
滑に移⾏できるよう、県は事務⼿続等のサポートをする。 

⑥県退職後の再就
職 に 係 る 透 明
性・公平性の確保 

・県退職者が公社等へ再就職した場合、給与の⽀給額に上限を設けるとと
もに、公社等からは退職⾦を⽀給しない。 

・県を退職する管理職員には、公社等も含めて再就職先の報告を求め、そ
の結果をホームページで公表する。また、公社等の役職員に占める県退
職者の⼈数については、経営状況の情報と合わせて公開する。

⑦その他 ・プロパー職員の新規採⽤（退職補充を含む。）にあたっては、将来⾒通し
を⼗分考慮の上、慎重に⾏うものとする。なお、採⽤が必要な場合には、
他団体の⾒直しに伴うプロパー職員の団体間異動を含めた雇⽤対策の検
討が必要なため、公社等改⾰推進会議に諮る。 

・公社等における⼈事の活性化やプロパー職員の育成のため、団体間の⼈
事交流も検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改革の基本方針 
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  P.45 に定める対象団体の中でも、以下に掲げる団体については、特に重点的

に改革に取り組むものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重点的に改⾰を進める団体 

廃止（平成 25 年度までに） 

 

同公社は、競馬場施設を建設、所有し、この施設を高知県競馬組合

に無償で貸し付けるとともに、県と高知市から補助金を受け、建設債

務の償還事務を行っています。 

従前から債務処理が終了した時点で解散を予定していましたが、公

益法人制度改革に伴う法令の規定により、債務超過の状態では財団と

して存続ができないことになりました。 

このため、平成 25 年度までに財団としては解散することを前提に、

財産の移管や施設管理の方法等について、関係機関と協議を進めます。

（財）高知県競馬施設公社 

取組の⽅向 

概 要 

廃止（平成 23 年度までに） 

 

同協会は、国の定める「苗木需給安定基金造成事業実施要領」に基

づき、造林事業に必要な苗木の計画的な生産と供給の安定を図るため、

苗木生産者が出荷調整により苗木を廃棄した場合の損失補償を行う団

体として設立されました。 

近年、全国的に林業用種苗の需要が減少し、苗木生産量も減少した

ことから、調整交付金（損失補償）の交付実績が低調な状態が続いて

おり、会計検査院は林野庁に対して苗木需給安定基金の見直しを指摘

しています。 

本県においても、こうした国の動向に対応し、平成 23 年度までに

財団を解散します。 

（財）高知県苗木需給安定基金協会 

取組の⽅向 

概 要 
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合併（平成 23 年度までに） 

 

（財）高知県医療廃棄物処理センターは、現在、高知市において医

療系産業廃棄物の中間処理を行っていますが、（財）エコサイクル高知

が日高村に建設中のエコサイクルセンターに医療廃棄物処理施設を移

設することになっています。 

こうした状況を踏まえ、両財団は平成 23 年度までに合併し、（財）

エコサイクル高知を存続法人とします。 

合併後は、自主性、自立性の高い運営を基本とし、健全な運営の確

保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

（財）エコサイクル高知 ・ （財）高知県医療廃棄物処理センター 

取組の⽅向 

概 要 

廃止（平成 36 年度までに） 

 

同公社は、高知桂浜道路の管理運営を行っており、債務の償還後に

廃止する予定です。 

現在のところ、料金収入が管理運営費を僅かながらも上回り、負債

総額は徐々に減少しつつありますが、償還のための市中銀行借入金の

金利が上昇した場合は、単年度収支が赤字となり、負債が増加に転じ

ることになります。 

また、仮に現状レベルの収支を維持した場合でも、料金徴収期限で

ある平成 36 年度には、30 億円以上（県出資金を除く。）の債務が残

るものと見込まれています。 

このような状況を踏まえ、当面は交通量の増加対策や維持管理費の

縮減等の経営改善の努力を継続し、また、第三セクター等改革推進債

の活用も検討しながら、県財政にとって最も負担の少ない時期及び方

法により公社を廃止することとします。 

高知県道路公社 

取組の⽅向 

概 要 
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別掲 

（社）高知県森林整備公社 

取組の⽅向 

県職員派遣の見直し（流域市町主体の体制へ移行） 

 

同財団は、産・学・官・民が連携して四万十川の保全と流域の振興

に取り組む組織として、平成 12 年２月に設立されました。 

これまで県職員を事務局長として派遣してきましたが、取組の実効

性を高めるためには、流域市町やＮＰＯ等民間団体の「自らの財産で

ある四万十川は自ら守り育てる」という意識を高め、主体的な参加を

得ることが必要です。 

このため、県の人的関与を見直し、流域市町主体の体制へ移行しま

す。（当面はその体制づくりに取り組むため、県職員の派遣を継続しま

すが、遅くとも平成 25 年度までには事務局の体制を見直します。） 

（財）四万十川財団 

取組の⽅向 

概 要 

存廃を含めたあり方の検討 

 

同公社は、昭和 48 年に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基

づき設立され、公共用地の先行取得等の業務を行っています。 

近年、公共事業の減少や地価の下落により、先行取得の需要は減少

していますが、社会資本整備が遅れている本県においては、これから

も積極的に公共事業を進める必要があり、機動的な用地取得が可能な

公社の機能は、依然として有用な面があります。 

一方、公社が長期に保有している土地については、処分の目途が立

っておらず、中でも最大規模の秦南団地の利活用策は慎重な取扱が必

要です。 

このため、当面は国直轄事業や県事業の用地取得を主体として経営

を確保しつつも、平成 25 年度までに第三セクター等改革推進債を活

用して業務の全部又は一部を廃止することも視野に入れ、引き続き公

社のあり方を検討します。 

なお、仮に公社として存続する場合も、住宅供給公社との役員兼務

やワンフロア化による組織統合を維持するとともに、新たなプロパー

職員は雇用せず、県職員の派遣やＯＢ職員の活用、他団体との兼務等

により対応します。 

高知県土地開発公社 

取組の⽅向 

概 要 
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事務局の体制見直し（内水面漁連主体の体制へ移行） 

 

同センターは、アユ等の種苗生産施設を所有し、これを高知県内水

面漁業協同組合連合会（内水面漁連）に有償で貸与して、同漁連の職

員が種苗生産を行っています。以前、財団を廃止することも検討しま

したが、施設の移管に伴う諸費用の課題があり、実現に至っていませ

ん。 

今後は、公益法人制度改革を機に、県から自立して責任ある運営を

確保するため、県水産振興部内に設置している事務局の体制を見直し、

内水面漁連主体の組織体制へ移行します。 

（財）高知県内水面種苗センター 

取組の⽅向 

概 要 

経営の健全化 

 

同公社は、農地の仲介・斡旋をはじめ、新規就農者への相談及び資

金の貸付等の事業を行っており、県の主要産業である農業の振興を図

る上で、重要な役割を担っています。 

これまで、農業会議との役職員の兼務化や、給与の減額等による経

費節減の努力を重ねてきましたが、依然として多額の累積損失や未収

金を有しており、厳しい経営状態が続いています。 

このため、早期の経営改善に向けて、組織体制の合理化、県職員派

遣の見直し、管理経費の削減、未収金の着実な回収と発生の防止、事

業収益の増大等に取り組み、累積損失を計画的に解消していきます。 

（財）高知県農業公社 

取組の⽅向 

概 要 

 
 
 

例年、経常収支の赤字が生じていますが、その大きな要因は施設の減価償却費であ
り、現在は県から財政援助を受けることなく運営されています。引き続き魚あらの適
正処理に取り組み、自立的で効率的な経営の確保に努めます。 

 
 

入居者の利便性や行政のスリム化の観点から、平成 18 年に法制化された「管理代
行制度」を活用し、県営住宅等の管理業務を主体に行っていきます。 

なお、今後は住宅・宅地の量的充足を目的とした新規の開発は行わないこととし、
既に分譲用地として開発した土地については、早期に分譲を進めます。 

 
 

両団体の機能と役割が重複している部分があることや、新公益法人への移行に際し
ては、大幅に理事会・評議員会の体制を見直す必要があること等を踏まえ、より効率
的かつ効果的に事業を実施できる体制を検討します。 

 

その他 

(財)⾼知県スポーツ振興財団・(財)⾼知県体育協会

(財)⾼知県⿂さい加⼯公社

⾼知県住宅供給公社 
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高知県森林整備公社

経営検討委員会：公社

の今後の方向性につい

て、平成 22 年 2 月に 

・存続 

・民営化 

・県有林化 

・事業廃止 

を含めた抜本的な経営

改革の推進に取り組む

という中間報告が行わ

れています。 

 

 

 

 

 

 

（社）高知県森林整備公社は、分収林特別措置法に基づき、個人や団体から

借り受けた土地に植林し、伐採時に木材販売収入を土地所有者と分けあう分収

林事業を行っています。 

植林してから木が生育して売却できるまでには多くの年数がかかるため、そ

の育林経費については、県や金融機関からの借入れで賄っており、平成 20 年

度末で約 280 億円もの負債を抱えるに至っていますが、昨今の木材価格の低迷

により、借入額に見合う売却益が望めない状況になっており、抜本的な経営改

革が必要になっています。 

このため、平成 21 年度に有識者や林業関係者等で構成する「高知県森林整

備公社経営検討委員会*」を設置し、今後の公社の存廃を含めた経営改善策を議

論するとともに、平成22年度末を目途に改革プランを策定することにしており、

同プランに沿って積極的に経営改革を進めていきます。 

また、全国の林業公社が同様の問題を抱えているため、他の府県とも連携し

ながら、国に対して更なる公社支援策の提案を行う等、公社の経営問題の解決

に取り組みます。 

 

 

 

 

 

② 森林整備公社の経営改⾰プラン策定 
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【参考】県が資本金等の１／４以上を出資する団体等の経営状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出資
比 率

(％)
うち

県派遣
うち

県ＯＢ
うち

県派遣
うち

県ＯＢ

1 （財）高知県生活衛生営業指導センター 1,500 27.3 74 1,923 14,032 0 1 0 1 3 0 1

2 （財）高知県福祉基金 744,726 94.0 176 0 850,030 0 0 0 0 0 0 0

3 （財）高知県文化財団 250,000 50.0 43,849 323,821 606,886 0 2 0 1 51 33 0

4 （財）土佐山内家宝物資料館 70,000 70.0 1,447 17,010 134,201 0 1 0 0 5 0 0

5 （財）高知県国際交流協会 313,500 64.4 1,742 9,143 491,088 0 1 0 1 3 1 0

6 （財）こうち男女共同参画社会づくり財団 5,000 50.0 2,705 14,647 20,630 0 1 0 1 3 1 0

7 （財）高知県人権啓発センター 11,000 51.9 ▲ 141 11,878 21,341 0 1 1 0 7 6 0

8 一般財団法人 高知県地産外商公社 3,000 100.0 1 0 1 7 6 0

9 （財）高知県産業振興センター 41,000 49.9 95,893 14,465,034 2,933,133 312,009 2 2 0 34 13 0

10 高知県信用保証協会 3,473,559 28.1 696,749 178,982,954 13,780,631 0 4 0 1 53 0 0

11 （財）高知県観光コンベンション協会 100,000 39.2 4,708 51,294 266,270 0 1 0 1 18 5 0

12 （財）高知県農業公社 5,000 100.0 9 405,458 245,279 280 0 0 0 4 1 1

13 （社）高知県農業用廃プラスチック処理公社 20,000 28.9 483 4,247 136,738 0 0 0 0 1 0 0

14 （社）高知県種苗センター 75,000 39.9 17,132 10,654 234,033 0 1 0 1 6 0 0

15 （社）高知県青果物価格安定基金協会 115,000 42.4 0 988,048 273,027 0 0 0 0 2 0 0

16 （財）高知県競馬施設公社 6,000 66.7 59,219 3,227,149 ▲ 1,867,665 2,366,576 0 0 0 0 0 0

17 公益社団法人 高知県森と緑の会 5,000 37.0 ▲ 1,100 6,732 24,990 0 0 0 0 1 0 0

18 （社）高知県森林整備公社 30,000 100.0 82 28,092,496 30,000 9,427,021 1 0 1 7 4 0

19 （財）高知県山村林業振興基金 475,386 49.2 3,646 14,140 984,770 0 0 0 0 0 0 0

20 （財）高知県苗木需給安定基金協会 33,000 66.0 614 1,922 59,885 0 0 0 0 0 0 0

21 （財）四万十川財団 5,000 50.0 ▲ 1,884 2,221 61,285 0 0 0 0 1 1 0

22 （財） 高知県牧野記念財団 10,200 25.1 17,484 125,429 153,044 0 2 0 1 17 3 0

23 （財）高知県医療廃棄物処理センター 3,500 35.0 10,889 15,334 366,547 0 0 0 0 0 0 0

24 （財）エコサイクル高知 18,500 36.3 607,544 866,047 363,559 0 1 1 0 2 2 0

25 （財）高知県魚さい加工公社 4,500 45.0 ▲ 33,749 316,349 625,982 0 1 0 0 5 0 0

26 高知県漁業信用基金協会 589,400 45.1 41,917 6,975,323 1,706,880 0 1 0 0 3 0 0

27 （財）高知県内水面種苗センター 477,600 80.8 ▲ 9,623 2,574 431,781 0 0 0 0 0 0 0

28 （社）高知県建設技術公社 500 23.9 ▲ 925 128,208 502,127 1 0 1 27 2 5

29 高知県土地開発公社 10,000 100.0 ▲ 33,730 11,642,674 380,753 7,773,567 1 1 0 10 1 0

30 高知県道路公社 2,555,000 100.0 0 4,915,405 2,555,000 3,888,680 0 0 0 0 0 0

31 （財）高知県のいち動物公園協会 1,000 100.0 8,494 148,309 337,841 0 1 1 0 26 1 1

32 高知県住宅供給公社 4,400 51.2 35,627 849,249 5,805,756 0 2 1 0 14 0 0

33 （財）高知県スポーツ振興財団 95,000 89.5 566 28,216 129,031 0 1 0 1 3 0 1

34 （財）高知県体育協会 208,130 70.7 ▲ 274 15,050 296,453 0 0 0 0 3 0 0

35 （財）暴力追放高知県民センター 448,129 70.6 495 223 642,943 0 1 0 1 1 0 1

＜公社等外郭団体 計＞ 10,208,530 － 1,570,118 252,659,161 33,598,281 23,768,133 29 7 13 317 80 10

1 高知空港ビル（株） 310,000 51.7 225,533 242,872 2,626,454 0 4 0 1 33 0 0

2 土佐くろしお鉄道（株） 245,000 49.1 ▲ 154,445 662,877 418,546 0 4 0 0 78 0 0

3 （株）高知流通情報サービス 200,000 37.2 31,482 52,366 177,336 0 2 0 1 13 0 0

4 （株）高知県観光開発公社 150,000 42.9 3,763 9,581 359,023 0 1 0 0 14 0 0

5 （株）とされいほく 62,000 46.6 19,009 35,096 163,402 0 1 0 1 18 0 0

967,000 － 125,342 1,002,792 3,744,761 0 12 0 3 156 0 0

11,175,530 － 1,695,460 253,661,953 37,343,042 23,768,133 41 7 16 473 80 10

No. 団　　　　　体　　　　　名

＜平成21年８月設立＞

備考 ：  「職員数」には、非常勤職員、臨時職員、嘱託等は含まない。

合　　　　　　　計

＜株式会社（５社）計＞

正味財産

平成21年度　役職員数（人）

常勤役員 職　　員

出資の状況 平成20年度決算（千円）

県出資
金（千円）

経常収支 負債
県の債務保
証等残高
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本県の財政状況は、平成 21 年９月時点での試算では、中長期的な財政運営

に一定の目処が立ったとはいえ、本県の財政構造が国の動向に左右される脆弱

な体質にあるため、徹底した効率化を図って、中長期的に財政の健全性を確保

していく努力が必要です。 

地域が抱える課題に迅速に対応し、また、県民が将来に希望の持てる県づく

りを進め、県民生活に安心と活力を生み出していくためには、将来に向けて持

続可能な財政基盤の確立が求められます。 

このため、各年度の予算の編成にあたっては、具体的な成果を追求して、こ

れまで以上に事業の実効性の検証を行い、県民の皆様が将来に希望が持てる県

づくりに向けて予算の重点化を図るとともに、財源不足額の圧縮や県債残高の

抑制に努め、中長期的な財政の健全性を高めていく必要があります。 

 

本県がこれまで抱えてきた課題への対応や、県勢浮揚に向けた本格的な取組

など、県が将来に向かって上昇傾向に転じるための施策を、５つの基本政策に

基づき、重点的かつ迅速に実施していきます。 

 

 

 

５ つの基本政策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４    県県県民民民ががが将将将来来来ににに希希希望望望ががが持持持てててるるる県県県づづづくくくりりりととと   
      財財財政政政ののの健健健全全全化化化ののの両両両立立立  

① 産業振興計画の推進による県経済体質の抜本的強化 
② ⽇本⼀の健康⻑寿県づくりの推進 
③ 学⼒・体⼒向上など教育の振興 
④ インフラの整備と有効活⽤ 
⑤ 県⺠の安全・安⼼の確保に向けた地域の防犯、防災の基礎

づくり 

（1）５つの基本政策の推進
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あったかふれあいセン 

ター：子どもから高齢 

者まで年齢や障害にと 

らわれず誰もが集い、 

活動し、子育てや生活 

支援、介護などのサー 

ビスを一体的に提供す 

る地域の支え合いの拠 

点施設です。 

従来の国の制度では、 

福祉サービスの分野ご 

とに一律の人員配置や 

定員基準などが決めら 

れており、本県の中山 

間地域のように人口が 

少なく、多種多様な需 

要がある地域では、サ 

ービスの提供が進みに 

くい状況がありました。 

平成 21 年度からは「 

あったかふれあいセン 

ター」を拠点に整備し、 

それぞれの地域の実情 

に応じた福祉サービス 

を提供するとともに、 

住民の皆様にも参加し 

ていただきながら、地 

域の支え合いを進めて 

います。 

 

 

インフラ：P13 の脚注 

で解説 

主な取組について 

 

経済の活性化では、産業振興計画を実行し、本県経済体質の抜本的な強化を

図り、「高知の良さ」を売り込んでいきます。真に県民所得の向上につなげるた

め、本県の実体経済の状況を踏まえ、地産地消の徹底、地産外商の推進、産業

間連携の強化、足腰の強化と担い手の育成、新産業の創出など、総合的に取り

組んでいくとともに、総合物流戦略づくりなどにも取り組みます。 

また、平成 22 年度からは、改定して進化した産業振興計画により、地産外

商戦略の加速化、「ものづくりの地産地消」の促進、ポスト「龍馬博」の推進、

地域の取組のステップアップ推進、地域産業を創造・リードする人材の育成・

確保を強力に推進します。 

 
 
 

日本一の健康長寿県構想を策定し、検診の受診率の向上や生活習慣病対策な

ど健康増進に取り組むとともに、地域で安心して暮らせるための医療体制を構

築します。また、「あったかふれあいセンター*」を拠点に地域の支え合いづくり

を進めるなど、本県の中山間地域等の実情に即した「高知型福祉」の実現に向

けて取り組みます。 

 

 
 

体力・学力ともに全国最低水準にある中、教育については、深刻な中学校の

学力問題をはじめ、いじめ・不登校等の諸問題の解決を図るため、平成 21 年 9

月に策定した教育振興基本計画に沿って本格的な対策を講じます。学校教育の

充実はもとより、小中学校の放課後の学び場を活用した基礎学力の向上や、体

力向上に向けた運動プログラムの開発などに取り組みます。 

 
 
 

インフラ*の整備については、地域生活の安全・安心の確保や産業振興につな

がるインフラの充実を図ります。 

 
 
 

地域の防災の基礎づくりについては、南海地震に備え、避難路や避難場所の

確保と学校や木造住宅の耐震化を加速化するとともに、自主防災組織活動の支

援や防災施設の整備を行います。 

県経済の抜本的強化

日本一の健康長寿県づくり 

教育の振興 

インフラの整備と有効活用 

県民の安全・安心の確保 
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県民にとって質が高く、効果が最大限に発揮される施策を展開するため、県

民の視点に基づく企画立案と PDCA サイクルの徹底を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前に、地域の課題に基づき県民の視点で企画立案し、ニーズの把握や分析

をしっかりと行い、それらの過程で生じた課題の解決に真摯に取り組むことで、

事業の妥当性や適正規模などを図り、事業の満足度や実施効果を高めていきま

す。 

 

 

 

PDCA サイクルの確立により、事業の見直しや改善、取捨選択に取り組みます。

具体的には、まず、事業ごとにアウトカム（「何をしたか」ではなく、「結果

として何を導いたか」）を明らかにした上で、それに基づく事業の効果の検証を

進めていきます。 

その結果をもとに、より経済性、効率性及び有効性の高い手法に事業を改善

するとともに、伸ばす分野、伸ばさない分野をはっきりさせ、場合によっては

事業（サービス）をバージョンアップ*、若しくは、廃止することで、県として

の戦略、政策にメリハリを付け、費用対効果を高めていきます。 

 

 

 

 

ブラッシュアップ：磨き

上げることです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バージョンアップ：性能

や機能を改良・向上

させることです。 

 

県民の視点に基づく企画立案 

アウトカムを重視した PDCA サイクルの確立 

（2）予算のブラッシュアップ*

① 県⺠の視点に基づく企画とアウトカムを重視した 
ＰＤＣＡサイクルの確⽴による質の向上 
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スキーム：「枠組みを 

伴った計画」や「計画 

を伴う枠組み」のこと 

です。このような計画 

や枠組みは「組織立っ 

て」「継続的に」実行さ 

れることが期待されて 

おり、この点が、単純 

に計画を表すプランや、 

単純に枠組みを表すフ 

レームワークとは異な 

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートナーシップ：協調、 

協力関係のことです。 

 

 

 

 

 

 

県には様々な目的の補助金があり、規模や対象などは千差万別ですが、補助

目的が早期に達成されなければなりません。そうでなければ、課題の解決が遅

れるばかりでなく、補助の長期化、効果の希薄化、補助主体の自主性や自立の

阻害などの弊害が生じてきます。 

そうならないためには、補助事業全体のスキーム*の中で、県がどのような形

で支援していくか、その中で補助金がどのような意味を持つのか、しっかりと

効果や手法などを検討する必要があります。その上で、見直しや他の補助金と

統合をするなど、簡素で使い勝手の良い補助事業の構築を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

予算編成や執行に関しては、これまで、予算編成方針や編成日程、予算見積

書、予算執行方針や執行計画などを公表してきました。あわせて、財政の状況

や将来の収支見通しを公表することで、県民が知りたい情報をより分かりやす

く、予算の可視化を図ってきたところですが、更に、予算査定経過の公表など

も含め県民に見える予算編成を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

国と県の役割分担の見直しとあわせて、市町村と県との役割分担も見直しを

進めるとともに、市町村とのパートナーシップ*により連携して、役割に応じた

事業の構築を進めることで、効率性の高い行政サービスの提供に努めていきま

す。 

 

② 零細補助⾦の⾒直しや統合による簡素で使い勝⼿の良い
予算の構築 

③ 予算査定経過の公表など県⺠に⾒える予算編成の推進 

④ 県・市町村の役割分担の⾒直しとパートナーシップによる
政策の推進 
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将来にわたる安定的な財政運営を実現するためには、教育や福祉の充実をは

じめ、社会資本の整備など、地域の実情にあった政策が展開できる、自由で、

かつ、安定的な財源が必要であることは言うまでもありません。 

地方交付税が歳入の大きな割合を占める本県では、その動向によっては、大

幅な財源不足に陥るなど深刻な状況が想定されます。このため、「国と地方の協

議の場」を活用するほか、東京事務所の活動などを通じて、総額の確保はもと

より、財政調整機能の強化や地方の自由度の担保など、財政力が脆弱な地方の

足腰がしっかりと定まる仕組みとなるよう、地方の財源確保に向けた提案を強

化していきます。 

 

 

 

 

 

県税については、税収入の確保や、納税者に信頼される賦課徴収を実現する

観点から、適正な課税や滞納額の縮減等に取り組みます。 

また、使用料や負担金及び各種貸付金制度など、各種の制度で生じている税

以外の未収債権についても債権管理・回収の適正化を図り、収入未済額を縮減

する取組を進めます。受益者負担の原則のみならず、償還金を原資に運用され

ている事業もあり、収入未済が増加すると制度そのものが成り立たなくなって

しまいます。 

そうした状況を踏まえ、一定基準の債権の回収業務と各部局担当職員への支

援を行うため、平成 22 年度から専任の担当職員を配置します。 

 

収⼊未済額（平成 20 年度決算ベース） 約７９．８億円 
 
 

 平成 20 年度実績 平成 26 年度目標 
備  考 

徴収率 全国平均 徴収率 

現  年  分 98.7％ 98.7％ 99.0％ 平成 20 年度末滞納額 

約 21.5 億円 現年・繰越分 96.5％ 96.9％ 96.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 県税など収⼊未済⾦対策の推進 

（3）将来にわたる安定的な財政運営を実現
するための財源確保

① 地⽅の財源確保に向けた提案の強化 

【県税徴収率向上の目標】
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平成 16 年度から、遊休財産処分計画に基づき、県として利用の予定がない

県有財産の売却に積極的に取り組んでいます。また、低未利用地で売却が適当

であると判断されるものや、組織の統廃合で不要となる財産など新たな物件の

洗い出しを行い、可能な限り多くの遊休財産等を処分していきます。 

あわせて、処分に時間を要する遊休財産等については、賃貸などを含めた有

効活用策の検討を行います。 

また、職員住宅については、今後も教育委員会や警察本部との共同利用を行

っていくとともに、老朽化や入居状況を踏まえ、今後使用の見込みがないもの

については積極的に処分を行います。 

 

遊休財産処分計画による売却実績 63 件 224,809 ㎡ 約 66 億円 
（平成 16 年度〜平成 20 年度） 

 

 

 

 

 

県の広報媒体（ホームページ、広報紙等）での有料広告や、県が実施又は関

与する事業への企業協賛の導入など、様々な工夫を通じて歳入の積極的な確保

を図ります。 

また、平成 20 年度より、ふるさと寄附金による地域の応援制度の取組を進

めています。本県にゆかりのある方や、それ以外の方にもホームページ、パン

フレットなどにより制度を広くお知らせするとともに、寄附を活用する「子育

て支援」や「環境」、まんが甲子園などの「文化」、「坂本龍馬」などの情報を発

信することにより、本県への応援の輪をひろげていきます。 

 

ふるさと寄附⾦*（平成 20 年度納付実績）177 件 約 1,430 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふるさと寄附金：自分の 

故郷や応援したい自治 

体など、居住地以外の 

都道府県・市区町村へ 

寄付することで、個人 

住民税の一部が控除さ 

れる制度です。 

 

 

④ ふるさと寄附⾦などその他の収⼊の確保 

⑤ （再掲）産業振興計画の推進による県経済体質の抜本的 
強化 

③ 県有財産処分の推進と有効活⽤ 
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臨 時 財 政 対 策 債 ： 本

来、地方交付税として

国から地方自治体に分

配される金額の不足分

の一部を、臨時財政対

策債として国に代わっ

て地方自治体が借り入

れするものです。 

交付税措置のある起債

（借りたお金は地方交

付税と同様に使用で

き、返済時点には返済

額の全額を地方交付税

として措置されるも

の）であり、通常の県

債とは異なります。 

 

 

 

 

財政の健全性は常に変化しています。そのため、常に中長期的な歳入や歳出

の動向を見通し、その健全性を確認していきながら、毎年の財政運営を行って

いくことが必要です。将来世代の負担となる県債の発行では、「今後の県債の償

還には、毎年度どのくらいの予算が必要か」や、「新たな発行額の見通しや、そ

の間に発生する金利負担」など、将来考えられる様々なシナリオを想定しなが

ら発行額を精査していく必要があります。 

このように、後年度負担を常に意識して中長期の財政運営の見通しをチェッ

クしながら、県がやるべき仕事はしっかりとやっていくことで、県民サービス

の確保と財政の健全化の両立を図っていきます。 

 

 

 

 

投資的経費にかかる新たな県債の発行抑制と併せて、償還期間の見直し等を

行い、公債費負担の平準化などに取り組んできた結果、現在の地方債残高は、

ピーク時（平成 12 年度）の約８割の水準となり、将来世代の負担を着実に減

少させてきました。借り入れに依存しない体質づくりは、将来の金利上昇によ

る県債の発行リスクの軽減にもつながります。 

引き続き、平準化を図っていくとともに、将来の金利負担の軽減を図るため、

借入時期の平準化や超長期債の活用など、借入手法の多様化に積極的に取り組

みます。 

※ 県債残⾼の推移は、今後の地⽅財政計画の動向及び事業執⾏等により変動します。 
※ 臨時財政対策債は、H24 以降同額で固定して試算しています。 

7,243 7,222 7,223 7,043 6,781 6,510 6,281 6,030 5,755 5,588 5,340 5,134 4,951 4,985 4,918 4,840
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21推計H22推計H23推計H24推計H25推計H26推計H27推計

7,243 7,335 7,576 7,838 7,894 7,857 7,828 7,735 7,653 7,892 8,101 8,259 8,180 8,315 8,310 8,287

① 県債残⾼の抑制 

（4）中⻑期的な財政健全化の実現

県債残高

県県県債債債残残残⾼⾼⾼ののの推推推移移移（（（⼀⼀⼀般般般会会会計計計）））   
うち臨時財政対策債*

億
円
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第三セクター：国や地方 

公共団体と民間の共同 

出資による事業体のこ 

とで、公企業、民間企 

業をそれぞれ第一、第 

二セクターと呼ぶこと 

から、第三セクターと 

呼ばれます。地域開発 

・交通その他の分野で 

設立され、本来、国や 

地方公共団体が行うべ 

き事業を、民間の資金 

と能力を導入して共同 

で行おうとするもので 

す。 

 

 

 

 

 

産業振興から福祉のサービスまで、県民生活を支える命の基盤である社会資

本の整備が他県と比べて遅れていることや、南海地震に備えた学校等の耐震改

修など、今後も大規模事業が予定されています。あわせて、既に整備されてい

る社会資本の中には、老朽化が進んだ施設もあり、計画的に改修・整備するこ

とも必要です。 

中長期的な財政収支を見通した上で、脆弱な県経済への配慮の観点から必要

な事業費の確保と計画的な基盤整備の推進に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

財政の硬直化を是正するため、（３）の財源確保の取組と併せて、人件費や公

債費などの義務的経費の抑制に取り組まなければ、県が直面する課題に対する

取組や、将来世代のための投資など、県が裁量的に行える事業に対する余地が

小さくなります。 

財政収支の試算によると、今後も引き続く職員の大量退職（平成 26 年度末

まで毎年 130～170 人程度）に伴う退職手当や、県民の高齢化に伴う医療給

付費等の増大が見込まれています。（社会保障関係経費は毎年 3.2％の伸び） 

職員定数の削減などによる人件費総額の抑制や、県債残高の抑制に取り組み、

県民サービスの確保を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

第三セクター*等の抜本的な改革を促すため、第三セクター等改革推進債が平

成 25 年度まで発行できるようになりました。 

将来、財政負担が懸念される第三セクター等の不良資産や債務の解消に向け

取り組むことで、新たな負担を次の世代に残さないための取組を積極的に進め

ます。 

 

② 投資的経費の計画的な確保 

③ 義務的経費の抑制による財政硬直化の是正 

④ 三セク債の活⽤による懸案債務の解消 
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行政改革プランの着実な推進と 

プランの PDCA 
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これまで述べてきたとおり、現時点での試算では、向こう 5 年間の財政運営

には一定の目処が立ったとはいえ、本県の財政構造が国の動向に左右される脆

弱な体質にあるため、やはり徹底した効率化を図って、中長期的に財政の健全

性を確保していく努力が必要です。 

行政改革プランの推進に当たっては、県経済や県民サービスへの影響に十分

配慮しながら、計画に沿った行財政のスリム化や事務事業の見直しに積極的に

取り組む一方、歳入の積極的な確保にも努めることとしていますが、具体的な

作業は、各年度の予算編成過程で確認していくことになります。 

 

これまでの行政改革プランの成果や課題を踏まえたうえで、今後新たな行政

改革プランを着実に推進することで、県民サービスと財政の健全化の両立を図

りながら、県勢浮揚に向けて果敢に挑戦していきます。 

 

また、この行政改革プランそのものに PDCA サイクルを適用し、検証と見直し

をしていく必要があります。 

外部有識者による行政改革フォローアップ委員会を設け、目標の具体的指標

があるものはその指標、そうでないものは取組結果の内容や実効性、職員の理

解度等について報告し、取組内容が形骸化していないか、見直しや新たな取組

が必要となっていないかといった視点も含めて検証していくこととします。 
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